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【電話番号】 03-3516-1432

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

継続募集額(2026年1月10日から2026年7月9日まで)

　2兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

2026年1月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、ファ

ンドの名称、投資対象、投資制限、信託報酬率、信託期間、適用する信託法等に変更事項がありますの

で、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は原届出書が更新されます。
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第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

＜訂正前＞

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

（以下「ファンド」といいます。）

 

＜訂正後＞

アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）

（以下「ファンド」といいます。）

 

（５）【申込手数料】

＜訂正前＞

（　略　）

◆　追加型証券投資信託「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型）」の受益者

が、当該ファンドからのスイッチング（乗換え）により、同一の販売会社でファンドを買付

ける場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳細につき

ましては、販売会社にお問い合わせ下さい。

＜訂正後＞

（　略　）

◆　追加型証券投資信託「アジア・オセアニア好配当株ファンド（１年決算型）」の受益者が、

当該ファンドからのスイッチング（乗換え）により、同一の販売会社でファンドを買付ける

場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳細につきまし

ては、販売会社にお問い合わせ下さい。

 

（１２）【その他】

＜訂正前＞

 

■　投資信託約款の変更（予定）のお知らせ

ファンドは、投資信託約款の変更を予定しております。ご購入の際には、以下の内容をご理解のう

えお申込みいただきますようお願いいたします。

 

Ⅰ．投資信託約款の変更の内容

① 運用の基本方針の見直し

② 上記①により投資対象を変更し、それに伴うファンドの名称の変更

ファンドの主要投資対象を「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

（適格機関投資家専用）」および「日本マネー・マザーファンド」から「アジア・オセアニ

ア好配当リバランスマザーファンド」に変更を行う予定です。

ファンドの名称を「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」から「アジ

ア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）」に変更を行う予定です。

※投資信託約款の変更を行うことが可決された場合、ファンドの投資形態がファンド・オ
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ブ・ファンズからファミリーファンドに変更となります。

③ 信託報酬率の変更

ファンドの実質的な信託報酬を年率1.76％（税抜1.60％）程度から年率1.595％（税抜

1.45％）に引下げる予定です。

※投資信託約款の変更を行うことが可決された場合、ファンドの主要投資対象「イーストス

プリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」の運用先に

係る信託報酬がなくなりファンドの運用は委託会社のみに変更となります。ファンドの信

託報酬は年率1.155％（税抜1.05％）から年率1.595％（税抜1.45％）に変更予定です。

④ 取得申込・換金申込不可日の変更

「翌営業日が香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日」

を不可日から外して、「香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所

の休業日」のみとします。

⑤ 信託期間の変更

ファンドの信託期間の終了日を「無期限」から「2036年10月10日」に変更を行う予定です。

⑥ 適用する信託法の変更

「旧法（信託法（大正11年法律第62号））」から「新法（信託法（平成18年法律第108

号））」に変更を行う予定です。

 

Ⅱ．投資信託約款の変更の理由

当ファンドは2005年10月27日の設定以来、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成

長を目指して運用を行っております。しかしながら、これまで長期にわたり運用成績は振るわな

い状態が継続しております。そのため、運用改善を目的に当ファンドの運用体制および信託期間

について、以下の通り変更を予定しておりますので、ご案内申し上げます。

現在、当ファンドはＳＢＩ岡三アセットマネジメントを委託会社とし、投資対象ファンドを通

じて、実質的な運用はイーストスプリング・インベストメンツ株式会社が行っておりますが、今

後の運用成果の向上を目指し、運用はＳＢＩ岡三アセットマネジメントに一元化する予定です。

また、これまで無期限としていた信託期間につきましては、2036年10月10日までの有期限とす

る予定です。これは、運用体制の刷新とともに、より明確な目標期間を設けることで、運用成果

の最大化を目指すためのものです。期間の設定により、実績の管理を含め、より計画的な運用か

つ柔軟な運用体制の構築が可能となり、受益者の皆様にとっても運用の透明性が高まるものと考

えております。

 

Ⅲ．投資信託約款変更適用日

2026年3月24日

 

Ⅳ．投資信託約款の変更の手続き

スケジュール  

① 電子公告日
※1 2026年1月9日

② 異議申立期間 2026年1月14日から2026年2月24日まで

③ 投資信託約款変更確定日
※2 2026年2月25日

④ 投資信託約款変更適用日 2026年3月24日（予定）

※1 弊社ホームページに掲載します。

※2 異議申立の結果は弊社ホームページに掲載します。

 

投資信託約款の変更の手続きは、投資信託約款の規定にしたがい、異議申立の手続きにより行

います。

異議申立の受益者の受益権の合計口数が、2026年1月14日現在の受益権総口数の2分の1を超え
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なかった場合は、予定通り2026年3月24日にファンドの投資信託約款の変更を行います。

異議申立の受益者の受益権の合計口数が、2026年1月14日現在の受益権総口数の2分の1を超え

た場合は、ファンドの投資信託約款の変更は行いません。この場合、投資信託約款の変更を行わ

ない旨を、速やかに弊社ホームページに公告します。

 

2026年1月14日現在のファンドの受益者は、投資信託約款の変更について異議を申立てること

ができます。2026年1月10日以降にファンドの購入をお申込みいただいた場合には、この投資信

託約款変更の異議を申立てることはできませんのでご留意ください。

 

Ⅴ．投資信託約款の変更の案

投資信託約款新旧対照表（案）

追加型証券投資信託　アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

下線部は変更部分を示します。

新 旧

アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月

決算型）

アジア・オセアニア好配当成長株オープン

（毎月分配型）
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運用の基本方針

投資信託約款第19条の規定に基づき、委託

者の定める運用の基本方針は、次のものと

します。

 

1．基本方針

（略）

 

2．運用方法

（1）投資対象

アジア・オセアニア好配当リバラン

スマザーファンド（以下、「マザー

ファンド」といいます。）の受益証券

を主要投資対象とします。

 

（2）投資態度

①　マザーファンドの受益証券を通じ

て、日本を除くアジア・オセアニア

地域の株式（これに準ずるものを含

みます。）に投資します。なお、日

本を除くアジア・オセアニア地域の

株式の値動きに連動する有価証券を

組入れることがあります。

②　運用にあたっては、日本を除くア

ジア・オセアニア地域を対象とする

主要な株価指数への採用状況や、流

動性リスク、信用リスク等を勘案の

うえ、予想配当利回りが相対的に高

位の銘柄に投資します。

 

 

 

 

 

③　ポートフォリオの構築にあたって

は、各銘柄を概ね等比率にて投資を

行います。ただし、投資信託財産の

規模、保有銘柄の流動性、組入銘柄

の株価変動等の要因により等比率と

ならない場合があります。

 

 

④　組入銘柄の見直しと組入比率の調

整（リバランス）は、原則として

1ヵ月毎に行います。

⑤　マザーファンドの受益証券の組入

比率は高位を保つことを基本としま

す。

運用の基本方針

約款第19条の規定に基づき、委託者の定め

る運用の基本方針は、次のものとします。

 

 

1．基本方針

（略）

 

2．運用方法

（1）投資対象

投資信託証券を主要投資対象としま

す。

 

 

 

（2）投資態度

①　主として有価証券に投資する投資

信託証券を主要投資対象とし、安定

的な収益の確保と中長期的な投資信

託財産の成長を目指して運用を行い

ます。

 

 

②　アジア（日本を除く）・オセアニ

ア地域の株式を実質的な主要投資対

象とする投資信託証券およびわが国

の公社債および短期金融商品を主要

投資対象とする投資信託証券に投資

します。当該投資信託証券は、次に

定めるものとします。

・イーストスプリング・アジア・オ

セアニア好配当株式ファンド（適

格機関投資家専用）

・日本マネー・マザーファンド

③　投資信託証券への投資を通じて、

主としてアジア（日本を除く）・オ

セアニア地域の好配当の株式に投資

することにより、高水準の配当収入

の確保を目指すとともに、収益性、

成長性などから株価の上昇が期待で

きる銘柄に投資し、中長期的な値上

がり益の獲得を目指します。

＜新設＞

 

 

④　イーストスプリング・アジア・オ

セアニア好配当株式ファンド（適格

機関投資家専用）の受益権の組入比
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⑥　実質組入外貨建資産については、

原則として為替ヘッジを行いませ

ん。

⑦　資金動向、市況動向等によっては

上記のような運用ができない場合が

あります。

 

（3）投資制限

①　マザーファンドの受益証券への投

資割合には制限を設けません。

②　株式（新株引受権証券および新株

予約権証券を含みます。）への実質

投資割合には制限を設けません。

③　投資信託証券（マザーファンドの

受益証券および上場投資信託証券等

を除きます。）への実質投資割合

は、投資信託財産の純資産総額の

5％以下とします。

④　外貨建資産への実質投資割合には

制限を設けません。

⑤　一般社団法人投資信託協会規則に

定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ等エクス

ポージャーの投資信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則として、

それぞれ10％、合計で20％以内とす

ることとし、当該比率を超えること

となった場合には、一般社団法人投

資信託協会規則に従い当該比率以内

となるよう調整を行うこととしま

す。

 

3．収益分配方針

（略）

①　分配対象収益の範囲

繰越分を含めた経費控除後の配当等

収益と売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。

繰越分を含めた経費控除後の配当等

収益には、マザーファンドの配当等

収益のうち、投資信託財産に帰属す

べき配当等収益を含むものとしま

す。

②～③　（略）

率は、高位を保つことを基本としま

す。

＜新設＞

 

 

⑤　資金動向、市況動向等によっては

上記のような運用ができない場合が

あります。

 

（3）投資制限

①　投資信託証券への投資割合には制

限を設けません。

②　株式への直接投資は行いません。

 

 

＜新設＞

 

 

 

 

③　外貨建資産への直接投資は行いま

せん。

④　一般社団法人投資信託協会規則に

定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ等エクス

ポージャーの投資信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則として、

それぞれ10％、合計で20％以内とす

ることとし、当該比率を超えること

となった場合には、一般社団法人投

資信託協会規則に従い当該比率以内

となるよう調整を行うこととしま

す。

 

3．収益分配方針

（略）

①　分配対象収益の範囲

繰越分を含めた経費控除後の配当等

収益と売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。

繰越分を含めた配当等収益には、日

本マネー・マザーファンドの配当等

収益のうち、投資信託財産に帰属す

べき配当等収益を含むものとしま

す。

②～③　（略）
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（信託の種類、委託者および受託者)

第1条　（略）

②　この信託は、信託法（平成18年法律

第108号）（以下「信託法」といいま

す。）の適用を受けます。

（信託の種類、委託者および受託者)

第1条　（略）

②　この信託は、投資信託財産に属する

財産についての対抗要件に関する事項

を除き、信託法（大正11年法律第62

号）の適用を受けます。

（信託事務の委託)

第2条　受託者は、信託法第28条第1号に基づ

く信託事務の委託として、信託事務の処

理の一部について、金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律第1条第1項の規定

による信託業務の兼営の認可を受けた一

の金融機関（受託者の利害関係人（金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律第

2条第1項にて準用する信託業法第29条第

2項第1号に規定する利害関係人をいいま

す。以下この条において同じ。）を含み

ます。）と信託契約を締結し、これを委

託することができます。

②　（略）

（信託事務の委託)

第2条　受託者は、信託法第26条第1項に基づ

く信託事務の委任として、信託事務の処

理の一部について、金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律第1条第1項の規定

による信託業務の兼営の認可を受けた一

の金融機関（受託者の利害関係人（金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律に

て準用する信託業法第29条第2項第1号に

規定する利害関係人をいいます。以下こ

の条において同じ。）を含みます。）と

信託契約を締結し、これを委託すること

ができます。

②　（略）

（信託金の限度額)

第4条　（略）

＜削除＞

 

 

②　委託者は、受託者と合意のうえ、前

項の限度額を変更することができま

す。

（信託金の限度額)

第4条　（略）

②　追加信託が行われたときは、受託者

はその引き受けを証する書面を委託者

に交付します。

③　委託者は、受託者と合意のうえ、第

1項の限度額を変更することができま

す。

（信託期間)

第5条　この信託の期間は、投資信託契約締結

日から2036年10月10日まで、または第39

条第1項、第40条第1項、第41条第1項お

よび第43条第2項の規定による信託終了

の日までとします。

（信託期間)

第5条　この信託の期間は、投資信託契約締結

日から第39条第1項および第2項、第40条

第1項、第41条第1項および第43条第2項

の規定による信託終了の日までとしま

す。

（受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第6条　この信託にかかる受益権の取得申込み

の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第

1号に掲げる場合に該当し、投資信託及

び投資法人に関する法律第2条第8項で定

める公募により行われます。

（受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第6条　この信託にかかる受益権の取得申込み

の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第

1号に掲げる場合に該当し、投資信託及

び投資法人に関する法律第2条第8項定め

る公募により行われます。
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（受益権の分割および再分割)

第8条　（略）

②　委託者は、受託者と協議のうえ、社

債、株式等の振替に関する法律（以

下、「社振法」といいます。）に定め

るところにしたがい、一定日現在の受

益権を均等に再分割できるものとしま

す。

（受益権の分割および再分割)

第8条　（略）

②　委託者は、受益権の再分割を行いま

せん。ただし、社債、株式等の振替に

関する法律が施行された場合には、受

託者と協議のうえ、同法に定めるとこ

ろにしたがい、一定日現在の受益権を

均等に再分割できるものとします。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計

算方法)

第9条　（略）

②　この投資信託約款において基準価額

とは、投資信託財産に属する資産（受

入担保金代用有価証券を除きます。）

を法令および一般社団法人投資信託協

会規則にしたがって時価または一部償

却原価法により評価して得た投資信託

財産の資産総額から負債総額を控除し

た金額（以下、「純資産総額」といい

ます。）を、計算日における受益権総

口数で除した金額をいいます。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計

算方法)

第9条　（略）

②　この投資信託約款において基準価額

とは、投資信託財産に属する資産を法

令および一般社団法人投資信託協会規

則にしたがって時価または一部償却原

価法により評価して得た投資信託財産

の資産総額から負債総額を控除した金

額（以下、「純資産総額」といいま

す。）を、計算日における受益権総口

数で除した金額をいいます。

（受益権の設定にかかる受託者の通知)

第12条　受託者は、第3条の規定による受益権

については投資信託契約締結日に、追加

信託により生じた受益権については追加

信託のつど、振替機関の定める方法によ

り、振替機関へ当該受益権にかかる信託

を設定した旨の通知を行います。

（受益権の設定にかかる受託者の通知)

第12条　受託者は、追加信託により生じた受

益権については追加信託のつど、振替機

関の定める方法により、振替機関へ当該

受益権にかかる信託を設定した旨の通知

を行います。
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（受益権の申込単位および価額)

第13条　委託者の指定する販売会社（金融商

品取引法第28条第1項に規定する第一種

金融商品取引業を行う者および金融商品

取引法第2条第11項に規定する登録金融

機関をいいます。以下同じ。）は、別に

定める日を除く営業日に、第8条第1項の

規定により分割される受益権を、その取

得申込者に対し、当該委託者の指定する

販売会社が定める申込単位をもって取得

の申込に応ずることができるものとしま

す。ただし、委託者の指定する販売会社

と別に定める累積投資約款に従って契約

（別の名称で同様の権利義務関係を規定

する契約を含みます。以下、「別に定め

る契約」といいます。）を結んだ受益者

が当該別に定める契約に基づいて収益分

配金を再投資する場合は、1口の整数倍

の申込単位をもって取得の申込に応ずる

ことができるものとします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②　（略）

③　第1項の受益権の価額は、取得申込

受付日の翌営業日の基準価額に、当該

基準価額に委託者の指定する販売会社

が別に定める手数料率を乗じて得た手

数料（無手数料を含みます。以下、こ

の項において同じ。）および当該手数

料にかかる消費税および地方消費税

（以下、「消費税等」といいます。）

に相当する金額を加算した価額としま

す。ただし、この投資信託契約締結日

前の取得申込にかかる受益権の価額

は、1口につき1円に、委託者の指定す

る販売会社が別に定める手数料率を乗

じて得た手数料および当該手数料にか

かる消費税等に相当する金額を加算し

た価額とします。

④　（略）

⑤　前各項の規定にかかわらず、委託者

（受益権の申込単位および価額)

第13条　委託者の指定する販売会社は、香港

の取引所（金融商品取引法第2条第17項

に規定する取引所金融商品市場および当

該市場を開設する金融商品取引法第2条

第16項に規定する金融商品取引所ならび

に金融商品取引法第2条第8項第3号ロに

規定する外国金融商品市場および当該市

場を開設するものを「取引所」といいま

す。以下同じ。）または銀行の休業日に

該当する日もしくはオーストラリアの取

引所の休業日に該当する日および翌営業

日が香港の取引所または銀行の休業日に

該当する日もしくはオーストラリアの取

引所の休業日に該当する日を除く営業日

に、第8条第1項の規定により分割される

受益権を、その取得申込者に対し、当該

委託者の指定する販売会社が定める申込

単位をもって取得の申込に応ずることが

できるものとします。ただし、委託者の

指定する販売会社と別に定める累積投資

約款に従って契約（別の名称で同様の権

利義務関係を規定する契約を含みます。

以下、「別に定める契約」といいま

す。）を結んだ受益者が当該別に定める

契約に基づいて収益分配金を再投資する

場合は、1口の整数倍の申込単位をもっ

て取得の申込に応ずることができるもの

とします。

②　（略）

③　第1項の受益権の価額は、取得申込

日の翌営業日の基準価額に、当該基準

価額に委託者の指定する販売会社が別

に定める手数料率を乗じて得た手数料

（無手数料を含みます。以下、この項

において同じ。）および当該手数料に

かかる消費税および地方消費税（以

下、「消費税等」といいます。）に相

当する金額を加算した価額とします。

ただし、この投資信託契約締結日前の

取得申込にかかる受益権の価額は、1

口につき1円に、委託者の指定する販

売会社が別に定める手数料率を乗じて

得た手数料および当該手数料にかかる

消費税等に相当する金額を加算した価

額とします。

④　（略）

⑤　前各項の規定にかかわらず、委託者
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は、取引所（金融商品取引法第2条第

17項に規定する取引所金融商品市場お

よび当該市場を開設する金融商品取引

法第2条第16項に規定する金融商品取

引所ならびに金融商品取引法第2条第8

項第3号ロに規定する外国金融商品市

場および当該市場を開設するものを

「取引所」といいます。以下同じ。）

における取引の停止、外国為替取引の

停止、決済機能の停止、その他やむを

得ない事情があるときは、受益権の取

得申込みの受付を中止することや、す

でに受付けた取得申込みの受付を取消

すことができるものとします。

は、投資対象とする投資信託証券にか

かる取得申込みの受付の中止または取

消し、取引所における取引の停止、外

国為替取引の停止、決済機能の停止そ

の他やむを得ない事情があるときは、

受益権の取得申込みの受付を中止する

こと、およびすでに受付けた取得申込

みの受付を取り消すことができるもの

とします。

（投資の対象とする資産の種類)

第16条　この信託において投資の対象とする

資産の種類は、次に掲げるものとしま

す。

 

1．次に掲げる特定資産（「特定資

産」とは、投資信託及び投資法人

に関する法律第2条第1項で定める

ものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利

（金融商品取引法第2条第20項に

規定するものをいい、投資信託

約款第19条の4、第19条の5およ

び第19条の6に定めるものに限り

ます。）

ハ．金銭債権

ニ．約束手形

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

（投資の対象とする資産の種類)

第16条　この信託において投資の対象とする

資産（本邦通貨表示のものに限りま

す。）の種類は、次に掲げるものとしま

す。

1．次に掲げる特定資産（「特定資

産」とは、投資信託及び投資法人

に関する法律第2条第1項で定める

ものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

＜新設＞

 

 

 

 

 

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形
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（運用の指図範囲等)

第17条　委託者は、信託金を、主としてＳＢ

Ｉ岡三アセットマネジメント株式会社を

委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社を受託者として締結された親投資信託

であるアジア・オセアニア好配当リバラ

ンスマザーファンド（以下、「マザー

ファンド」といいます。）の受益証券の

ほか、次の有価証券（金融商品取引法第

2条第2項の規定により有価証券とみなさ

れる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する

債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券

とが一体となった新株引受権付社

債券（以下「分離型新株引受権付

社債券」といいます。）の新株引

受権証券を除きます。）

6．資産の流動化に関する法律に規定

する特定社債券（金融商品取引法

第2条第1項第4号で定めるものを

いいます。）

7．特別の法律により設立された法人

の発行する出資証券（金融商品取

引法第2条第1項第6号で定めるも

のをいいます。）

8．協同組織金融機関の優先出資に関

する法律に規定する優先出資証券

（金融商品取引法第2条第1項第7

号で定めるものをいいます。）

9．資産の流動化に関する法律に規定

する優先出資証券又は新優先出資

引受権を表示する証券（金融商品

取引法第2条第1項第8号で定める

ものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券（分離型新株引

受権付社債券の新株引受権証券を

含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する

証券または証書で、前各号の証券

または証書の性質を有するもの

13．投資信託または外国投資信託の

（運用の指図範囲等）

第17条　委託者は、信託金を、主として国内

の証券投資信託であるイーストスプリン

グ・アジア・オセアニア好配当株式ファ

ンド（適格機関投資家専用）の受益権お

よびＳＢＩ岡三アセットマネジメント株

式会社を委託者とし三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社を受託者として締結された親投

資信託である日本マネー・マザーファン

ドの受益証券（金融商品取引法第2条第1

項第10号で定めるものをいい、以下「投

資信託証券」といいます。）のほか、次

の有価証券（金融商品取引法第2条第2項

の規定により有価証券とみなされる同項

各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示

のものに限ります。）に投資することを

指図します。

1．コマーシャル・ペーパーおよび短

期社債等

2．外国または外国の者の発行する証

券または証書で前号の証券の性質

を有するもの

3．国債証券、地方債証券、特別の法

律により法人の発行する債券およ

び社債券（新株引受権証券と社債

券とが一体となった新株引受権付

社債券の新株引受権証券および短

期社債等を除きます。）

4．指定金銭信託の受益証券（金融商

品取引法第2条第1項第14号で定め

る受益証券発行信託の受益証券に

限ります。）

なお、第3号の証券を以下「公社

債」といいます。公社債にかかる運用

の指図は、買い現先取引（売戻条件付

買入れ）に限り行うことができるもの

とします。
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受益証券（金融商品取引法第2条

第1項第10号で定めるものをい

い、振替受益権を含みます。）

14．投資証券もしくは投資法人債券

または外国投資証券（金融商品取

引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。）

15．外国貸付債権信託受益証券（金

融商品取引法第2条第1項第18号で

定めるものをいいます。）

16．オプションを表示する証券また

は証書（金融商品取引法第2条第1

項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。）

17．預託証書（金融商品取引法第2条

第1項第20号で定めるものをいい

ます。）

18．外国法人が発行する譲渡性預金

証書

19．指定金銭信託の受益証券（金融

商品取引法第2条第1項第14号で定

める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

20．抵当証券（金融商品取引法第2条

第1項第16号で定めるものをいい

ます。）

21．貸付債権信託受益権であって金

融商品取引法第2条第1項第14号で

定める受益証券発行信託の受益証

券に表示されるべきもの

22．外国の者に対する権利で前号の

有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書、第

12号および第17号の証券または証書の

うち第1号の証券または証書の性質を

有するものを以下「株式」といい、第

2号から第6号までの証券、第12号およ

び第17号の証券または証書のうち第2

号から第6号までの証券の性質を有す

るもの、および第14号の証券のうち投

資法人債券および外国投資証券で投資

法人債券に類する証券を以下「公社

債」といい、第13号および第14号の証

券（投資法人債券および外国投資証券

で投資法人債券に類する証券を除きま

す。）を以下「投資信託証券」といい

ます。

②　委託者は、信託金を、前項に掲げる
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有価証券のほか、次に掲げる金融商品

（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に

掲げる権利を含みます。）により運用

することを指図することができます。

1．預金

2．指定金銭信託（金融商品取引法第

2条第1項第14号に規定する受益証

券発行信託を除きます。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される

手形

5．貸付債権信託受益権であって金融

商品取引法第2条第2項第1号で定

めるもの

6．外国の者に対する権利で前号の権

利の性質を有するもの

③　（略）

＜削除＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④　委託者は、投資信託財産に属する投

資信託証券（マザーファンド受益証券

を除きます。）の時価総額（マザー

ファンドの投資信託財産に属する投資

信託証券の時価総額のうち投資信託財

産に属するとみなした額を含みま

す。）が、投資信託財産の純資産総額

の100分の5を超えることとなる投資の

指図を行いません。ただし、取引所金

融商品市場または外国市場に上場等さ

れ、かつ当該取引所において常時売却

可能（市場急変等により一時的に流動

性が低下している場合を除きます。）

な投資信託証券および投資信託財産に

既に組入れていた株式等が転換等によ

り投資信託証券に該当することとなっ

②　委託者は、信託金を、前項に掲げる

有価証券のほか、次に掲げる金融商品

（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に

掲げる権利を含みます。）により運用

することを指図することができます。

1．預　金

2．指定金銭信託（金融商品取引法第

2条第1項第14号に規定する受益証

券発行信託を除きます。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される

手形

＜新設＞

 

 

＜新設＞

 

③　（略）

④　第1項に規定する「短期社債等」と

は、イ.社債等の振替に関する法律第

66条第１号に規定する短期社債、ロ.

保険業法第61条の10第１項に規定する

短期社債、ハ.資産の流動化に関する

法律第2条第8項に規定する特定短期社

債、ニ.商工組合中央金庫法第33条ノ2

に規定する短期商工債、ホ.信用金庫

法第54条の4第１項に規定する短期

債、ヘ.農林中央金庫法第62条の2第１

項に規定する短期農林債、ト.一般振

替機関の監督に関する命令第38条第2

項に規定する短期外債をいいます。

＜新設＞
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たもの（上場投資信託証券等といいま

す。）の時価総額については投資信託

証券の時価総額の合計額の計算におい

て、これを算入しません。

⑤　前項において、マザーファンドの投

資信託財産に属する投資信託証券の時

価総額のうち投資信託財産に属すると

みなした額とは、投資信託財産に属す

るマザーファンドの受益証券の時価総

額に、マザーファンドの投資信託財産

の純資産総額に占める投資信託証券の

時価総額の割合を乗じて得た額をいい

ます。

 

 

 

 

＜新設＞
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（利害関係人等との取引等)

第18条　受託者は、受益者の保護に支障を生

じることがないものであり、かつ信託業

法、投資信託及び投資法人に関する法律

ならびに関連法令に反しない場合には、

委託者の指図により、投資信託財産と、

受託者（第三者との間において投資信託

財産のためにする取引その他の行為で

あって、受託者が当該第三者の代理人と

なって行うものを含みます。）および受

託者の利害関係人（金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律第2条第1項にて準

用する信託業法第29条第2項第1号に規定

する利害関係人をいいます。以下本項、

次項および第20条において同じ。）、第

20条第1項に定める信託業務の委託先お

よびその利害関係人または受託者におけ

る他の投資信託財産との間で、第16条お

よび第17条第1項ならびに第2項に掲げる

資産への投資等ならびに第19条の3から

第19条の6まで、第19条の9、第19条の

11、第24条から第26条までに掲げる取引

その他これらに類する行為を行うことが

できます。

②　受託者は、受託者がこの信託の受託

者としての権限に基づいて信託事務の

処理として行うことができる取引その

他の行為について、受託者または受託

者の利害関係人の計算で行うことがで

きるものとします。なお、受託者の利

害関係人が当該利害関係人の計算で行

う場合も同様とします。

 

 

 

 

③　委託者は、金融商品取引法、投資信

託及び投資法人に関する法律ならびに

関連法令に反しない場合には、投資信

託財産と、委託者、その取締役、執行

役および委託者の利害関係人等（金融

商品取引法第31条の4第3項および同条

第4項に規定する親法人等または子法

人等をいいます。）または委託者が運

用の指図を行う他の投資信託財産との

間で、第16条および第17条第1項なら

びに第2項に掲げる資産への投資等な

らびに第19条の3から第19条の6まで、

（受託者の自己または利害関係人等との取引)

第18条　受託者は、受益者の保護に支障を生

じることがないものであり、かつ信託業

法、投資信託及び投資法人に関する法律

ならびに関連法令に反しない場合には、

委託者の指図により、受託者および受託

者の利害関係人（金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律にて準用する信託業

法第29条第2項第1号に規定する利害関係

人をいいます。以下この条および第20条

において同じ。）、第20条第1項に定め

る信託業務の委託先およびその利害関係

人または受託者における他の投資信託財

産との間で、第16条および第17条第1項

ならびに第2項に定める資産への投資

を、投資信託財産を害するおそれがない

と認められる取引として行うことができ

ます。

 

 

 

 

 

 

②　前項に定める投資信託財産を害する

おそれがないと認められる取引とは、

次の各号のいずれかに該当する場合を

いいます。

1．取引所価格（気配値等を含む。）

等の適正な価格による取引である

こと。

2．受託者の店頭に表示する利率等の

公正な条件によること。

3．前各号に該当しない場合で、委託

者が適正な条件であると判断する

場合であること。

③　前項の取扱いは、第24条、第25条お

よび第26条における委託者の指図によ

る取引についても同様とします。
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第19条の9、第19条の11、第24条から

第26条までに掲げる取引その他これら

に類する行為を行うことの指図をする

ことができ、受託者は、委託者の指図

により、当該投資等ならびに当該取

引、当該行為を行うことができます。

④　前3項の場合、委託者および受託者

は、受益者に対して信託法第31条第3

項および同法第32条第3項の通知は行

いません。

 

 

 

 

 

 

 

＜新設＞

（投資する株式等の範囲)

第19条の2　委託者が投資することを指図する

株式、新株引受権証券および新株予約権

証券は、取引所に上場されている株式の

発行会社の発行するもの、取引所に準ず

る市場において取引されている株式の発

行会社の発行するものとします。ただ

し、株主割当または社債権者割当により

取得する株式、新株引受権証券および新

株予約権証券については、この限りでは

ありません。

②　前項の規定にかかわらず、上場予定

または登録予定の株式、新株引受権証

券および新株予約権証券で目論見書等

において上場または登録されることが

確認できるものについては、委託者が

投資することを指図することができる

ものとします。

＜新設＞
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（信用取引の指図範囲)

第19条の3　委託者は、投資信託財産の効率的

な運用に資するため、信用取引により株

券を売付けることの指図をすることがで

きます。なお、当該売付けの決済につい

ては、株券の引渡しまたは買戻しにより

行うことの指図をすることができるもの

とします。

②　前項の信用取引の指図は、次の各号

に掲げる有価証券の発行会社の発行す

る株券について行うことができるもの

とし、かつ次の各号に掲げる株券数の

合計数を超えないものとします。

1．投資信託財産に属する株券および

新株引受権証書の権利行使により

取得する株券

2．株式分割により取得する株券

3．有償増資により取得する株券

4．売出しにより取得する株券

5．投資信託財産に属する転換社債の

転換請求および新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号

の財産が当該新株予約権付社債に

ついての社債であって当該社債と

当該新株予約権がそれぞれ単独で

存在し得ないことをあらかじめ明

確にしているもの（会社法施行前

の旧商法第341条ノ3第1項第7号お

よび第8号の定めがある新株予約

権付社債を含め「転換社債型新株

予約権付社債」といいます。）の

新株予約権の行使により取得可能

な株券

6．投資信託財産に属する新株引受権

証券および新株引受権付社債券の

新株引受権の行使、または、投資

信託財産に属する新株予約権証券

および新株予約権付社債券の新株

予約権（前号のものを除きま

す。）の行使により取得可能な株

券

＜新設＞
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（先物取引等の運用指図)

第19条の4　委託者は、投資信託財産に属する

資産の効率的な運用に資するため、なら

びに価格変動リスクを回避するため、わ

が国の取引所における有価証券先物取引

（金融商品取引法第28条第8項第3号イに

掲げるものをいいます。）、有価証券指

数等先物取引（金融商品取引法第28条第

8項第3号ロに掲げるものをいいます。）

および有価証券オプション取引（金融商

品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも

のをいいます。）ならびに外国の取引所

等におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすることができます。

なお、選択権取引は、オプション取引に

含めて取り扱うものとします。（以下同

じ。）

②　委託者は、投資信託財産に属する資

産の効率的な運用に資するため、なら

びに為替変動リスクを回避するため、

わが国の取引所における通貨にかかる

先物取引および外国の取引所等におけ

る通貨にかかる先物取引ならびにオプ

ション取引を行うことの指図をするこ

とができます。

③　委託者は、投資信託財産に属する資

産の効率的な運用に資するため、なら

びに価格変動リスクを回避するため、

わが国の取引所における金利にかかる

先物取引およびオプション取引ならび

に外国の取引所等におけるこれらの取

引と類似の取引を行うことの指図をす

ることができます。

＜新設＞
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（スワップ取引の運用指図)

第19条の5　委託者は、投資信託財産に属する

資産の効率的な運用に資するため、およ

び価格変動リスクを回避するため、なら

びに為替変動リスクを回避するため、異

なった通貨、異なった受取り金利、また

は異なった受取り金利とその元本を一定

の条件のもとに交換する取引（以下、

「スワップ取引」といいます。）を行う

ことの指図をすることができます。

②　スワップ取引の指図にあたっては、

当該取引の契約期限が、原則として第

5条に定める信託期間を超えないもの

とします。ただし、当該取引が当該信

託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。

③　スワップ取引の指図にあたっては、

当該投資信託財産にかかるスワップ取

引の想定元本の総額（マザーファンド

の投資信託財産にかかるスワップ取引

の想定元本の総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額を含みます。こ

の項において同じ。）が、投資信託財

産の純資産総額を超えないものとしま

す。なお、投資信託財産の一部解約等

の事由により、投資信託財産の純資産

総額が減少して、スワップ取引の想定

元本の総額が投資信託財産の純資産総

額を超えることとなった場合には、委

託者は、すみやかに、その超える額に

相当するスワップ取引の一部の解約を

指図するものとします。

④　前項において、マザーファンドの投

資信託財産にかかるスワップ取引の想

定元本の総額のうち投資信託財産に属

するとみなした額とは、マザーファン

ドの投資信託財産にかかるスワップ取

引の想定元本の総額に、マザーファン

ドの投資信託財産の純資産総額に占め

る投資信託財産に属するマザーファン

ドの受益証券の時価総額の割合を乗じ

て得た額をいいます。

⑤　スワップ取引の評価は、当該取引契

約の相手方が市場実勢金利等をもとに

算出した価額で評価するものとしま

す。

⑥　委託者は、スワップ取引を行うにあ

たり担保の提供あるいは受入れが必要

＜新設＞
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と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。
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（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指

図)

第19条の6　委託者は、投資信託財産に属する

資産の効率的な運用に資するため、およ

び価格変動リスクを回避するため、なら

びに為替変動リスクを回避するため、金

利先渡取引および為替先渡取引を行うこ

との指図をすることができます。

②　金利先渡取引および為替先渡取引の

指図にあたっては、当該取引の決済日

が、原則として第5条に定める信託期

間を超えないものとします。ただし、

当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りでは

ありません。

③　金利先渡取引の指図にあたっては、

当該投資信託財産にかかる金利先渡取

引の想定元本の総額（マザーファンド

の投資信託財産にかかる金利先渡取引

の想定元本の総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額を含みます。こ

の項において同じ。）が、保有金利商

品の時価総額（マザーファンドの投資

信託財産に属する金利商品の時価総額

のうち投資信託財産に属するとみなし

た額を含みます。この項において同

じ。）を超えないものとします。な

お、投資信託財産の一部解約等の事由

により、保有金利商品の時価総額が減

少して、金利先渡取引の想定元本の総

額が保有金利商品の時価総額を超える

こととなった場合には、委託者は、す

みやかに、その超える額に相当する金

利先渡取引の一部の解約を指図するも

のとします。

④　前項において、マザーファンドの投

資信託財産にかかる金利先渡取引の想

定元本の総額のうち投資信託財産に属

するとみなした額とは、マザーファン

ドの投資信託財産にかかる金利先渡取

引の想定元本の総額に、マザーファン

ドの投資信託財産の純資産総額に占め

る投資信託財産に属するマザーファン

ドの受益証券の時価総額の割合を乗じ

て得た額をいいます。また、マザー

ファンドの投資信託財産に属する金利

商品の時価総額のうち投資信託財産に

属するとみなした額とは、投資信託財

＜新設＞
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産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額に、マザーファンドの投資

信託財産の純資産総額に占める金利商

品の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。

⑤　為替先渡取引の指図にあたっては、

当該投資信託財産にかかる為替先渡取

引の想定元本の総額（マザーファンド

の投資信託財産にかかる為替先渡取引

の想定元本の総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額を含みます。こ

の項において同じ。）が、保有外貨建

資産（外国通貨表示の有価証券（以

下、「外貨建有価証券」といいま

す。）、預金、その他の資産をいいま

す。以下同じ。）の時価総額（マザー

ファンドの投資信託財産に属する外貨

建資産の時価総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額を含みます。こ

の項において同じ。）を超えないもの

とします。なお、投資信託財産の一部

解約等の事由により、保有外貨建資産

の時価総額が減少して、為替先渡取引

の想定元本の総額が保有外貨建資産の

時価総額を超えることとなった場合に

は、委託者は、すみやかに、その超え

る額に相当する為替先渡取引の一部の

解約を指図するものとします。

⑥　前項において、マザーファンドの投

資信託財産にかかる為替先渡取引の想

定元本の総額のうち投資信託財産に属

するとみなした額とは、マザーファン

ドの投資信託財産にかかる為替先渡取

引の想定元本の総額に、マザーファン

ドの投資信託財産の純資産総額に占め

る投資信託財産に属するマザーファン

ドの受益証券の時価総額の割合を乗じ

て得た額をいいます。また、マザー

ファンドの投資信託財産に属する外貨

建資産の時価総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額とは、投資信託

財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額に、マザーファンドの投

資信託財産の純資産総額に占める外貨

建資産の時価総額の割合を乗じて得た

額をいいます。

⑦　金利先渡取引および為替先渡取引の

評価は、当該取引契約の相手方が市場
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実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。

⑧　委託者は、金利先渡取引および為替

先渡取引を行うにあたり担保の提供あ

るいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行

うものとします。

（デリバティブ取引等に係る投資制限)

第19条の7　デリバティブ取引等については、

一般社団法人投資信託協会規則の定める

ところに従い、合理的な方法により算出

した額が投資信託財産の純資産総額を超

えないものとします。

＜新設＞

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第19条の8　外貨建有価証券への投資について

は、わが国の国際収支上の理由等により

特に必要と認められる場合には、制約さ

れることがあります。

＜新設＞
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（外国為替予約取引の指図)

第19条の9　委託者は、投資信託財産の効率的

な運用に資するため、および為替変動リ

スクを回避するため、外国為替の売買の

予約取引の指図をすることができます。

②　前項の予約取引の指図は、投資信託

財産にかかる為替の買予約の合計額と

売予約の合計額との差額につき円換算

した額が、投資信託財産の純資産総額

を超えないものとします。ただし、投

資信託財産に属する外貨建資産（マ

ザーファンドの投資信託財産に属する

外貨建資産の時価総額のうち投資信託

財産に属するとみなした額を含みま

す。）の為替変動リスクを回避するた

めにする当該予約取引の指図について

は、この限りではありません。

③　前項において、マザーファンドの投

資信託財産に属する外貨建資産の時価

総額のうち投資信託財産に属するとみ

なした額とは、投資信託財産に属する

マザーファンドの受益証券の時価総額

に、マザーファンドの投資信託財産の

純資産総額に占める外貨建資産の時価

総額の割合を乗じて得た額をいいま

す。

④　第2項の限度額を超えることとなっ

た場合には、委託者は、所定の期間内

に、その超える額に相当する為替予約

の一部を解消するための外国為替の売

買の予約取引の指図をするものとしま

す。

＜新設＞

（外貨建資産の円換算および予約為替の評価)

第19条の10　投資信託財産に属する外貨建資

産の円換算は、原則として、わが国にお

ける計算日の対顧客電信売買相場の仲値

によって計算します。

②　前条に規定する予約為替の評価は、

原則として、わが国における計算日の

対顧客先物売買相場の仲値によるもの

とします。

＜新設＞
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（有価証券の貸付の指図および範囲)

第19条の11　委託者は、投資信託財産の効率

的な運用に資するため、投資信託財産に

属する株式および公社債を次の各号の範

囲内で貸付の指図をすることができま

す。

1．株式の貸付は、貸付時点におい

て、貸付株式の時価合計額が、投

資信託財産で保有する株式の時価

合計額を超えないものとします。

2．公社債の貸付は、貸付時点におい

て、貸付公社債の額面金額の合計

額が、投資信託財産で保有する公

社債の額面金額の合計額を超えな

いものとします。

②　前項各号に定める限度額を超えるこ

ととなった場合には、委託者は、すみ

やかに、その超える額に相当する契約

の一部の解約を指図するものとしま

す。

③　委託者は、有価証券の貸付にあたっ

て必要と認めたときは、担保の受入れ

の指図を行うものとします。

＜新設＞

（信託業務の委託等)

第20条　（略）

②　（略）

③　前2項にかかわらず、受託者は、次

の各号に掲げる業務を、受託者および

委託者が適当と認める者（受託者の利

害関係人を含みます。）に委託するこ

とができるものとします。

 

1．～4．（略）

（信託業務の委託等)

第20条　（略）

②　（略）

③　前2項にかかわらず、受託者は、次

の各号に掲げる業務（裁量性のないも

のに限ります。）を、受託者および委

託者が適当と認める者（受託者の利害

関係人を含みます。）に委託すること

ができるものとします。

1．～4．（略）

（混蔵寄託)

第22条　金融機関または金融商品取引業者

（金融商品取引法第2条第9項に規定する

者および外国の法令に準拠して設立され

た法人でこの者に類する者をいいます。

以下本条において同じ。）から、売買代

金および償還金等について円貨で約定し

円貨で決済する取引により取得した外国

において発行された譲渡性預金証書また

はコマーシャル・ペーパーは、当該金融

機関または金融商品取引業者が保管契約

を締結した保管機関に当該金融機関また

は金融商品取引業者の名義で混蔵寄託で

きるものとします。

（混蔵寄託)

第22条　金融機関または金融商品取引業者

（金融商品取引法第2条第9項に規定する

者および外国の法令に準拠して設立され

た法人でこの者に類する者をいいます。

以下本条において同じ。）から、売買代

金および償還金等について円貨で約定し

円貨で決済する取引により取得した外国

において発行されたコマーシャル・ペー

パーは、当該金融機関または金融商品取

引業者が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関または金融商品取引業者の

名義で混蔵寄託できるものとします。
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（一部解約の請求および有価証券売却等の指

図)

第24条　委託者は、投資信託財産に属するマ

ザーファンドの受益証券にかかる投資信

託契約の一部解約の請求および有価証券

の売却等の指図をすることができます。

（一部解約の請求および有価証券売却等の指

図)

第24条　委託者は、投資信託財産に属する投

資信託証券にかかる投資信託契約の一部

解約の請求および有価証券の売却等の指

図をすることができます。

（再投資の指図)

第25条　委託者は、前条の規定によるマザー

ファンドの受益証券にかかる投資信託契

約の一部解約金、有価証券の売却代金、

有価証券にかかる償還金等、株式の清算

分配金、有価証券等にかかる利子等、株

式の配当金およびその他の収入金を再投

資することの指図ができます。

（再投資の指図)

第25条　委託者は、前条の規定による投資信

託証券にかかる投資信託契約の一部解約

金、有価証券の売却代金、有価証券にか

かる償還金等、有価証券等にかかる利子

等およびその他の収入金を再投資するこ

との指図ができます。

（資金の借入れ)

第26条　（略）

②一部解約に伴う支払資金の手当てにか

かる借入期間は、受益者への解約代金

支払開始日から投資信託財産で保有す

る有価証券等の売却代金の受渡日まで

の間または受益者への解約代金支払開

始日から投資信託財産で保有する有価

証券等の解約代金入金日までの間もし

くは受益者への解約代金支払開始日か

ら投資信託財産で保有する有価証券等

の償還金の入金日までの期間が5営業

日以内である場合の当該期間とし、資

金借入額は当該有価証券等の売却代

金、有価証券等の解約代金および有価

証券等の償還金の合計額を限度としま

す。

 

 

 

③～④　（略）

（資金の借入れ)

第26条　（略）

②一部解約に伴う支払資金の手当てにか

かる借入期間は、受益者への解約代金

支払開始日から投資信託財産で保有す

る有価証券等の売却代金の受渡日まで

の間または受益者への解約代金支払開

始日から投資信託財産で保有する有価

証券等の解約代金入金日までの間もし

くは受益者への解約代金支払開始日か

ら投資信託財産で保有する有価証券等

の償還金の入金日までの期間が5営業

日以内である場合の当該期間とし、資

金借入額は当該有価証券等の売却代

金、有価証券等の解約代金および有価

証券等の償還金の合計額を限度としま

す。ただし、資金の借入額は、借入指

図を行う日における投資信託財産の純

資産総額の10％を超えないこととしま

す。

③～④　（略）
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（受託者による資金の立替え)

第28条　投資信託財産に属する有価証券につ

いて、借替、転換、新株発行または株式

割当がある場合で、委託者の申し出があ

るときは、受託者は資金の立替えをする

ことができます。

②　投資信託財産に属する有価証券にか

かる償還金等、株式の清算分配金、有

価証券等にかかる利子等、株式の配当

金およびその他の未収入金で、信託終

了日までにその金額を見積りうるもの

があるときは、受託者がこれを立替え

て投資信託財産に繰り入れることがで

きます。

③　前2項の立替金の決済および利息に

ついては、受託者と委託者との協議に

より、そのつど別にこれを定めます。

（受託者による資金の立替え)

第28条　＜新設＞

 

 

 

 

投資信託財産に属する有価証券にかか

る償還金等、有価証券等にかかる利子

等およびその他の未収入金で、信託終

了日までにその金額を見積りうるもの

があるときは、受託者がこれを立替え

て投資信託財産に繰り入れることがで

きます。

 

②　前項の立替金の決済および利息につ

いては、受託者と委託者との協議によ

り、そのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間)

第29条　この信託の計算期間は、毎月11日か

ら翌月10日までとします。なお、第1計

算期間は、投資信託契約締結日から2005

年12月12日まで、第2計算期間は、2005

年12月13日から2006年1月10日までとし

ます。

②　（略）

（信託の計算期間)

第29条　この信託の計算期間は、毎月11日か

ら翌月10日までとします。ただし、第1

計算期間は、投資信託契約締結日から平

成17年12月12日まで、第2計算期間は、

平成17年12月13日から平成18年1月10日

までとします。

②　（略）

（投資信託財産に関する報告等)

第30条　（略）

②　（略）

③　受託者は、前2項の報告を行うこと

により、受益者に対する信託法第37条

第3項に定める報告は行わないことと

します。

④　受益者は、受託者に対し、信託法第

37条第2項に定める書類または電磁的

記録の作成に欠くことのできない情報

その他の信託に関する重要な情報およ

び当該受益者以外の者の利益を害する

おそれのない情報を除き、信託法第38

条第1項に定める閲覧または謄写の請

求をすることはできないものとしま

す。

（投資信託財産に関する報告)

第30条　（略）

②　（略）

＜新設＞

 

 

 

＜新設＞
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（信託事務の諸費用および監査に要する費用)

第31条　（略）

②前項の投資信託財産の財務諸表の監査

に要する費用は、第29条に規定する計

算期間を通じて毎日、投資信託財産の

純資産総額に所定の率を乗じて得た額

とし、毎計算期末または信託終了のと

き、投資信託財産の財務諸表の監査に

要する費用にかかる消費税等に相当す

る金額とともに投資信託財産中から支

弁します。

（信託事務の諸費用および監査に要する費用)

第31条　（略）

②前項の投資信託財産の財務諸表の監査

に要する費用は、第29条に規定する計

算期間を通じて毎日、投資信託財産の

純資産総額に一定率を乗じて得た額と

し、毎計算期末または信託終了のと

き、投資信託財産の財務諸表の監査に

要する費用にかかる消費税等に相当す

る金額とともに投資信託財産中から支

弁します。

（信託報酬の額および支弁の方法)

第32条　委託者および受託者の信託報酬の総

額は、第29条に規定する計算期間を通じ

て毎日、投資信託財産の純資産総額に年

10,000分の145の率を乗じて得た額とし

ます。

②～③　（略）

（信託報酬の額および支弁の方法)

第32条　委託者および受託者の信託報酬の総

額は、第29条に規定する計算期間を通じ

て毎日、投資信託財産の純資産総額に年

10,000分の105の率を乗じて得た額とし

ます。

②～③　（略）

（収益の分配方式)

第33条　投資信託財産から生ずる毎計算期末

における利益は、次の方法により処理し

ます。

1．配当金、利子、貸付有価証券にか

かる品貸料およびこれ等に類する

収益から支払利息を控除した額

（以下、「配当等収益」といいま

す。）とマザーファンドの投資信

託財産に属する配当等収益のうち

投資信託財産に属するとみなした

額（以下、「みなし配当等収益」

といいます。）との合計額は、諸

経費、信託報酬および当該信託報

酬にかかる消費税等に相当する金

額を控除した後、その残額を受益

者に分配することができます。な

お、次期以降の分配にあてるた

め、その一部を分配準備積立金と

して積み立てることができます。

 

 

2．（略）

②～③　（略）

（収益の分配方式)

第33条　投資信託財産から生ずる毎計算期末

における利益は、次の方法により処理し

ます。

1．利子およびこれ等に類する収益か

ら支払利息を控除した額（以下、

「配当等収益」といいます。）と

日本マネー・マザーファンド（以

下、「マザーファンド」といいま

す。この条において同じ。）の投

資信託財産に属する配当等収益の

うち投資信託財産に属するとみな

した額（以下、「みなし配当等収

益」といいます。）との合計額

は、諸経費、信託報酬および当該

信託報酬にかかる消費税等に相当

する金額を控除した後、その残金

を受益者に分配することができま

す。なお、次期以降の分配金にあ

てるため、その一部を分配準備積

立金として積み立てることができ

ます。

2．（略）

②～③　（略）
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（収益分配金、償還金および一部解約金の払

込みと支払いに関する受託者の免責)

第34条　受託者は、収益分配金については第

35条第1項に規定する支払開始日まで

に、および第35条第2項に規定する交付

開始前に、償還金（信託終了時における

投資信託財産の純資産総額を受益権口数

で除した額をいいます。以下同じ。）に

ついては第35条第3項に規定する支払開

始日までに、一部解約金（第37条第3項

の一部解約の価額に当該一部解約口数を

乗じて得た額をいいます。以下同じ。）

については第35条第4項に規定する支払

日までに、その全額を委託者の指定する

預金口座等に払込みます。

②　（略）

（収益分配金、償還金および一部解約金の払

込みと支払いに関する受託者の免責)

第34条　受託者は、収益分配金については第

35条第1項に規定する支払開始日まで

に、および第35条第2項に規定する交付

開始前に、償還金（信託終了時における

投資信託財産の純資産総額を受益権口数

で除した額をいいます。以下同じ。）に

ついては第35条第3項に規定する支払開

始日までに、一部解約金については第35

条第4項に規定する支払日までに、その

全額を委託者の指定する預金口座等に払

込みます。

 

 

②　（略）

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

払い)

第35条　（略）

②～③　（略）

④　一部解約金は、第37条第1項の受益

者の請求を受付けた日から起算して、

原則として6営業日目から、当該受益

者に支払います。

 

 

 

 

 

 

⑤　前各項（第2項を除きます。）に規

定する収益分配金、償還金および一部

解約金の支払いは、委託者の指定する

販売会社の営業所等で行うものとしま

す。

⑥　（略）

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

払い)

第35条　（略）

②～③　（略）

④　一部解約金は、受益者の請求を受付

けた日から起算して、原則として、6

営業日目から受益者に支払います。た

だし、投資対象とする投資信託証券に

かかる一部解約の実行の請求の受付の

中止または取消し、取引所における取

引の停止、外国為替取引の停止、決済

機能の停止その他やむを得ない事情が

あるときは、一部解約金の支払い開始

日が遅延する場合があります。

⑤　収益分配金、償還金および一部解約

金の支払いは、委託者の指定する販売

会社の営業所で行うものとします。

 

 

⑥　（略）

（収益分配金および償還金の時効)

第36条　受益者が、収益分配金については第

35条第1項に規定する支払開始日から5年

間その支払いを請求しないとき、ならび

に信託終了による償還金については、第

35条第3項に規定する支払開始日から10

年間その支払いを請求しないときは、そ

の権利を失い、受託者から交付を受けた

金銭は、委託者に帰属します。

（収益分配金および償還金の時効)

第36条　受益者が、収益分配金については前

条第1項に規定する支払開始日から5年間

その支払いを請求しないとき、ならびに

信託終了による償還金については、前条

第3項に規定する支払開始日から10年間

その支払いを請求しないときは、その権

利を失い、受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。
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（投資信託契約の一部解約)

第37条　受益者は、別に定める日を除く営業

日に、自己に帰属する受益権につき、委

託者に対し、委託者の指定する販売会社

が定める一部解約の単位をもって、一部

解約の実行を請求することができます。

 

 

 

 

 

 

②　（略）

③　前項の一部解約の価額は、一部解約

の実行の請求日の翌営業日の基準価額

から当該基準価額に0.30％の率を乗じ

て得た額を信託財産留保額として控除

した価額とします。

④　（略）

⑤　委託者は、取引所における取引の停

止、外国為替取引の停止、決済機能の

停止、その他やむを得ない事情がある

ときは、第1項による一部解約の実行

の請求の受付を中止することや、すで

に受付けた一部解約の実行の請求の受

付を取消すことができるものとしま

す。

 

 

⑥　前項により一部解約の実行の請求の

受付が中止された場合には、受益者は

当該受付け中止以前に行った当日の一

部解約の実行の請求を撤回できます。

ただし、受益者がその一部解約の実行

の請求を撤回しない場合には、当該受

益権の一部解約の価額は、当該受付け

再開後の最初の基準価額の計算日（別

に定める日を除きます。）に一部解約

の実行の請求を受付けたものとして第

3項の規定に準じて計算された価額と

します。

（投資信託契約の一部解約)

第37条　受益者は、香港の取引所または銀行

の休業日に該当する日もしくはオースト

ラリアの取引所の休業日に該当する日お

よび翌営業日が香港の取引所または銀行

の休業日に該当する日もしくはオースト

ラリアの取引所の休業日に該当する日を

除く営業日に、自己に帰属する受益権に

つき、委託者に、委託者の指定する販売

会社が定める一部解約の単位をもって、

一部解約の実行を請求することができま

す。

②　（略）

③　前項の一部解約の価額は、一部解約

の実行の請求の受付日の翌営業日の基

準価額から当該基準価額に0.30％の率

を乗じて額を信託財産留保額として控

除した価額とします。

④　（略）

⑤　委託者は、投資対象とする投資信託

証券にかかる一部解約の実行の請求の

受付の中止または取消し、取引所にお

ける取引の停止、外国為替取引の停

止、決済機能の停止その他やむを得な

い事情があるときは、第1項による一

部解約の実行の請求の受付を中止する

こと、およびすでに受付けた一部解約

の実行の請求の受付を取り消すことが

できるものとします。

⑥　前項により一部解約の実行の請求の

受付が中止された場合には、受益者は

当該受付の中止以前に行った当日の一

部解約の実行の請求を撤回できます。

ただし、受益者がその一部解約の実行

の請求を撤回しない場合には、当該受

益権の一部解約の価額は、当該受付再

開後の最初の基準価額の計算日に一部

解約の実行の請求を受付けたものとし

て、第3項の規定に準じて計算された

価額とします。
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（投資信託契約の解約)

第39条　委託者は、信託期間中において、こ

の信託を終了させることが受益者のため

有利であると認めるとき、投資信託契約

の一部を解約することにより受益権口数

が10億口を下回ったとき、またはやむを

得ない事情が発生したときは、受託者と

合意のうえ、この投資信託契約を解約

し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁に届

出ます。

②　委託者は、前項の事項について、書

面による決議（以下、「書面決議」と

いいます。）を行います。この場合に

おいて、あらかじめ、書面決議の日な

らびに投資信託契約の解約の理由など

の事項を定め、当該決議の日の2週間

前までに、この投資信託契約にかかる

知れている受益者に対し、書面をもっ

てこれらの事項を記載した書面決議の

通知を発します。

③　前項の書面決議において、受益者

（委託者およびこの信託の投資信託財

産にこの信託の受益権が属するときの

当該受益権にかかる受益者としての受

託者を除きます。以下本項において同

じ。）は受益権の口数に応じて、議決

権を有し、これを行使することができ

ます。なお、知れている受益者が議決

権を行使しないときは、当該知れてい

る受益者は書面決議について賛成する

ものとみなします。

④　第2項の書面決議は議決権を行使す

ることができる受益者の議決権の3分

の2以上に当たる多数をもって行いま

す。

 

⑤　第2項から前項までの規定は、委託

者が投資信託契約の解約について提案

をした場合において、当該提案につ

き、この投資信託契約にかかるすべて

の受益者が書面または電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときには適用

しません。また、投資信託財産の状態

に照らし、真にやむを得ない事情が生

じている場合であって第2項から前項

までの手続きを行うことが困難な場合

（投資信託契約の解約)

第39条　委託者は、信託期間中において、こ

の投資信託契約を終了させることが受益

者のため有利であると認めるとき、投資

信託契約の一部を解約することにより受

益権口数が10億口を下回ったとき、また

はやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この投資信託契約

を解約し、信託を終了させることができ

ます。この場合において、委託者は、あ

らかじめ、解約しようとする旨を監督官

庁に届け出ます。

②　委託者は、この信託が投資対象とす

る投資信託証券にかかる国内の証券投

資信託がその信託を終了することとな

る場合には、受託者と合意のうえ、こ

の投資信託契約を解約し、信託を終了

させます。この場合において、委託者

は、あらかじめ、解約しようとする旨

を監督官庁に届け出ます。

 

 

③　委託者は、前2項の事項について、

あらかじめ、解約しようとする旨を公

告し、かつ、その旨を記載した書面を

この投資信託契約にかかる知られたる

受益者に対して交付します。ただし、

この投資信託契約にかかるすべての受

益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。

 

 

 

④　前項の公告および書面には、受益者

で異議のある者は一定の期間内に委託

者に対して異議を述べるべき旨を付記

します。なお、一定の期間は一月を下

らないものとします。

⑤　前項の一定の期間内に異議を述べた

受益者の受益権の口数が受益権の総口

数の二分の一を超えるときは、第1項

の投資信託契約の解約をしません。
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には適用しません。

＜削除＞

 

 

 

 

 

 

 

＜削除＞

 

⑥　委託者は、この投資信託契約の解約

をしないこととしたときは、解約しな

い旨およびその理由を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面を知られ

たる受益者に対して交付します。ただ

し、すべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行

いません。

⑦　第4項から前項までの規定は、第2項

の規定に基づいてこの投資信託契約を

解約する場合には適用しません。ま

た、投資信託財産の状態に照らし、真

にやむを得ない事情が生じている場合

であって、第4項の一定の期間が一月

を下らずにその公告および書面の交付

を行うことが困難な場合にも適用しま

せん。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第41条　（略）

②　前項の規定にかかわらず、監督官庁

がこの投資信託契約に関する委託者の

業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ

ことを命じたときは、この信託は、第

44条第2項の書面決議で否決された場

合を除き、当該他の投資信託委託会社

と受託者との間において存続します。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第41条　（略）

②　前項の規定にかかわらず、監督官庁

がこの投資信託契約に関する委託者の

業務を他の投資信託委託会社に引き継

ぐことを命じたときは、この信託は、

第44条第4項に該当する場合を除き、

当該他の投資信託委託会社と受託者と

の間において存続します。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第43条　受託者は、委託者の承諾を受けてそ

の任務を辞任することができます。受託

者がその任務に違反して投資信託財産に

著しい損害を与えたことその他重要な事

由があるときは、委託者または受益者

は、裁判所に受託者の解任を申立てるこ

とができます。受託者が辞任した場合、

または裁判所が受託者を解任した場合、

委託者は、第44条の規定にしたがい、新

受託者を選任します。なお、受益者は、

上記によって行う場合を除き、受託者を

解任することはできないものとします。

②　（略）

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第43条　受託者は、委託者の承諾を受けてそ

の任務を辞任することができます。受託

者がその任務に背いた場合、その他重要

な事由が生じたときは、委託者または受

益者は、裁判所に受託者の解任を請求す

ることができます。受託者が辞任した場

合、または裁判所が受託者を解任した場

合、委託者は、第44条の規定にしたが

い、新受託者を選任します。

 

 

 

 

②　（略）
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（投資信託約款の変更等)

第44条　委託者は、受益者の利益のため必要

と認めるときまたはやむを得ない事情が

発生したときは、受託者と合意のうえ、

この投資信託約款を変更することまたは

この信託と他の信託との併合（投資信託

及び投資法人に関する法律第16条第2号

に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。以下同じ。）を行うこ

とができるものとし、あらかじめ、変更

または併合しようとする旨およびその内

容を監督官庁に届出ます。なお、この投

資信託約款は本条に定める以外の方法に

よって変更することができないものとし

ます。

②　委託者は、前項の事項（前項の変更

事項にあっては、その内容が重大なも

のに該当する場合に限り、併合にあっ

ては、その併合が受益者の利益に及ぼ

す影響が軽微なものに該当する場合を

除き、以下、合わせて「重大な約款の

変更等」といいます。）について、書

面決議を行います。この場合におい

て、あらかじめ、書面決議の日ならび

に重大な約款の変更等の内容およびそ

の理由などの事項を定め、当該決議の

日の2週間前までに、この投資信託約

款にかかる知れている受益者に対し、

書面をもってこれらの事項を記載した

書面決議の通知を発します。

③　前項の書面決議において、受益者

（委託者およびこの信託の投資信託財

産にこの信託の受益権が属するときの

当該受益権にかかる受益者としての受

託者を除きます。以下本項において同

じ。）は受益権の口数に応じて、議決

権を有し、これを行使することができ

ます。なお、知れている受益者が議決

権を行使しないときは、当該知れてい

る受益者は書面決議について賛成する

ものとみなします。

④　第2項の書面決議は議決権を行使す

ることができる受益者の議決権の3分

の2以上に当たる多数をもって行いま

す。

⑤　書面決議の効力は、この信託のすべ

ての受益者に対してその効力を生じま

す。

（投資信託約款の変更)

第44条　委託者は、受益者の利益のため必要

と認めるとき、またはやむを得ない事情

が発生したときは、受託者と合意のう

え、この投資信託約款を変更することが

できるものとし、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を監督官庁に

届け出ます。

 

 

 

 

 

 

 

②　委託者は、前項の変更事項のうち、

その内容が重大なものについて、あら

かじめ、変更しようとする旨およびそ

の内容を公告し、かつ、これらの事項

を記載した書面をこの投資信託約款に

かかる知られたる受益者に対して交付

します。ただし、この投資信託約款に

かかるすべての受益者に対して書面を

交付したときは、原則として、公告を

行いません。

 

 

 

 

 

③　前項の公告および書面には、受益者

で異議のある者は一定の期間内に委託

者に対して異議を述べるべき旨を付記

します。なお、一定の期間は一月を下

らないものとします。

 

 

 

 

 

 

④　前項の一定の期間内に異議を述べた

受益者の受益権の口数が受益権の総口

数の二分の一を超えるときは、第1項

の投資信託約款の変更をしません。

⑤　委託者は、当該投資信託約款の変更

をしないこととしたときは、変更しな

い旨およびその理由を公告し、かつ、
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⑥　第2項から前項までの規定は、委託

者が重大な約款の変更等について提案

をした場合において、当該提案につ

き、この投資信託約款にかかるすべて

の受益者が書面または電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときには適用

しません。

⑦　前各項の規定にかかわらず、この投

資信託において併合の書面決議が可決

された場合にあっても、当該併合にか

かる一または複数の他の投資信託にお

いて当該併合の書面決議が否決された

場合は、当該他の投資信託との併合を

行うことはできません。

これらの事項を記載した書面を知られ

たる受益者に対して交付します。ただ

し、すべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行

いません。

＜新設＞

 

 

 

 

 

 

＜新設＞

（反対受益者の受益権買取請求の不適用)

第45条　この信託は、受益者が第37条の規定

による一部解約の実行の請求を行ったと

きは、委託者が投資信託契約の一部の解

約をすることにより当該請求に応じ、当

該受益権の公正な価格が当該受益者に一

部解約金として支払われることとなる委

託者指図型投資信託に該当するため、第

39条に規定する投資信託契約の解約また

は前条に規定する重大な約款の変更等を

行う場合において、投資信託及び投資法

人に関する法律第18条第1項に定める反

対受益者による受益権の買取請求の規定

の適用を受けません。

（反対者の買取請求権)

第45条　第39条に規定する投資信託契約の解

約または前条に規定する投資信託約款の

変更を行う場合において、第39条第4項

または前条第3項の一定の期間内に委託

者に対して異議を述べた受益者は、受託

者に対し、自己に帰属する受益権を投資

信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

第45条の2　この信託の受益者は、委託者また

は受託者に対し、次に掲げる事項の開示

の請求を行うことはできません。

1．他の受益者の氏名または名称およ

び住所

2．他の受益者が有する受益権の内容

＜新設＞

（信託期間の延長）

第46条の3　委託者は、信託期間満了前に、信

託期間の延長が受益者に有利であると認

めたときは、受託者と協議のうえ、信託

期間を延長することができます。

＜新設＞
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附則

第1条　第19条の6に規定する「金利先渡取

引」は、当事者間において、あらかじめ

将来の特定の日（以下「決済日」といい

ます。）における決済日から一定の期間

を経過した日（以下「満期日」といいま

す。）までの期間に係る国内または海外

において代表的利率として公表される預

金契約または金銭の貸借契約に基づく債

権の利率（以下「指標利率」といいま

す。）の数値を取り決め、その取り決め

に係る数値と決済日における当該指標利

率の現実の数値との差にあらかじめ元本

として定めた金額および当事者間で約定

した日数を基準とした数値を乗じた額を

決済日における当該指標利率の現実の数

値で決済日における現在価値に割り引い

た額の金銭の授受を約する取引をいいま

す。

②　第19条の6に規定する「為替先渡取

引」は、当事者間において、あらかじ

め決済日から満期日までの期間に係る

為替スワップ取引（同一の相手方との

間で直物外国為替取引および当該直物

外国為替取引と反対売買の関係に立つ

先物外国為替取引を同時に約定する取

引をいいます。以下本条において同

じ。）のスワップ幅（当該直物外国為

替取引に係る外国為替相場と当該先物

外国為替取引に係る外国為替相場との

差を示す数値をいいます。以下本条に

おいて同じ。）を取り決め、その取り

決めに係るスワップ幅から決済日にお

ける当該為替スワップ取引の現実のス

ワップ幅を差し引いた値にあらかじめ

元本として定めた金額を乗じた額を決

済日における指標利率の数値で決済日

における現在価値に割り引いた額の金

銭またはその取り決めに係るスワップ

幅から決済日における当該為替スワッ

プ取引の現実のスワップ幅を差し引い

た値にあらかじめ元本として定めた金

額を乗じた金額とあらかじめ元本とし

て定めた金額について決済日を受渡日

として行なった先物外国為替取引を決

済日における直物外国為替取引で反対

売買したときの差金に係る決済日から

満期日までの利息とを合算した額を決

（付則）

第1条　平成18年12月29日現在の投資信託約款

第11条、第12条、第14条（受益証券の種

類）から第20条（受益証券の再交付の費

用）の規定および受益権と読み替えられ

た受益証券に関する規定は、委託者がや

むを得ない事情等により受益証券を発行

する場合には、なおその効力を有するも

のとします。

第2条　第13条第1項および第37条第1項の規定

は、平成24年1月9日から適用します。

②　運用の基本方針2．運用方法（2）投

資態度②および④ならびに第17条第1

項に規定する「イーストスプリング・

アジア・オセアニア好配当株式ファン

ド（適格機関投資家専用）」は、平成

24年2月14日から適用し、「ＰＣＡア

ジア・オセアニア好配当株式ファンド

（適格機関投資家専用）」から名称が

変更となります。
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済日における指標利率の数値で決済日

における現在価値に割り引いた額の金

銭の授受を約する取引をいいます。

 

上記条項により投資信託契約を締結します。

 

2005年10月27日

 

 

委託者　東京都中央区京橋二丁目2番1号

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

 

受託者　東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

 

  

 

上記条項により投資信託契約を締結します。

 

平成17年10月27日

 

 

委託者　東京都中央区京橋二丁目2番1号

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

 

受託者　東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

付表

 

1.別に定める日

約款第13条第1項、第37条第1項および同条第6

項に規定する「別に定める日」は以下のもの

をいいます。

・　香港の取引所または銀行の休業日もしく

はオーストラリアの取引所の休業日

 

なお、「別に定める日」は今後、追加・変更

されることがあります。

（2026年3月24日現在）

＜新設＞

以上

＜訂正後＞

該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

 

■　ファンドの目的

ファンドは、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いま

す。

 
■　信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1兆3,000億円を限度として信託金を追加することがで

きます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。

 

■　ファンドの商品分類

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類お

よび属性区分は、以下のとおりです。

 

商品分類表（ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。）

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）

 

 

 

単位型

 

 

 

追加型

 

 

 

国　　内

 

 

海　　外

 

 

内　　外

 

株　　式

 

債　　券

 

不動産投信

 

その他資産

（　　　　）

 

資産複合

 

 

商品分類の定義

追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

産とともに運用されるファンドをいう。

海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実

質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実

質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

 
 

属性区分表（ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。）

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

　一般

　公債

　社債

　その他債券

クレジット属性

（　　）

 

不動産投信

 

その他資産

（投資信託証券（株

式 一般））

 

資産複合

（　　　）

　資産配分固定型

　資産配分変更型

 

 

年１回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

（隔月）

 

年12回

（毎月）

 

日々

 

その他

（　　）

 

グローバル

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

（中東）

 

エマージング

 

 

 

 

 

 

ファミリーファ

ンド

 

 

 

 

 

 

 

フ ァ ン ド ・ オ

ブ・ファンズ

 

 

 

 

 

 

あり

（　　）

 

 

 

 

 

なし

※ファンドは、マザーファンドの受益証券（投資信託証券）を主要投資対象とするファミリー

ファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産

（投資信託証券）」となり、商品分類における投資対象資産（収益の源泉）である「株式」と

は分類・区分が異なります。

※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

載しております。

 

属性区分の定義

その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））

目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主

として株式　一般へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。

株式 一般とは、大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものを

いう。

年12回（毎月） 目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載が

あるものをいう。

アジア 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除

くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

オセアニア 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニ

ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

ファミリーファン

ド

目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ

ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい

う。

為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が

あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

（注）ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信

託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2005年10月27日 投資信託契約締結、設定、運用開始

2007年 1月 4日 投資信託振替制度へ移行

2010年 1月 8日 追加信託金の限度額を1,500億円から5,000億円に変更

2013年 7月 4日 追加信託金の限度額を5,000億円から7,000億円に変更

2015年 1月 9日 追加信託金の限度額を7,000億円から9,000億円に変更

2015年 5月15日 追加信託金の限度額を9,000億円から1兆3,000億円に変更

 

＜訂正後＞

2005年10月27日 投資信託契約締結、設定、運用開始

2007年 1月 4日 投資信託振替制度へ移行

2010年 1月 8日 追加信託金の限度額を1,500億円から5,000億円に変更

2013年 7月 4日 追加信託金の限度額を5,000億円から7,000億円に変更

2015年 1月 9日 追加信託金の限度額を7,000億円から9,000億円に変更

2015年 5月15日 追加信託金の限度額を9,000億円から1兆3,000億円に変更

2026年 3月24日 ファンドの名称を「アジア・オセアニア好配当成長株オー

プン（毎月分配型）」から「アジア・オセアニア好配当株

ファンド（毎月決算型）」に変更、投資対象、投資制限、

信託報酬率、取得申込・換金申込不可日、信託期間、適用

する信託法を変更

 

（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

 
■　ファミリーファンド方式

 
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をベビーファンドとしてまとめ、その資

金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みで

す。
 

 
 
■　ファンドの関係法人とその役割
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関係法人 役割

委託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算

（基準価額の計算）、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託

説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）および運用報

告書の作成・交付等を行います。

受託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指

図に基づく投資信託財産の処分等を行います。

再信託受託会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。

販売会社 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に

基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資

信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の

受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務

等を行います。

 

 

■　委託会社の概況（2025年12月末日現在）

 

◆　資本金

1億円

 

◆　委託会社の沿革

1964年10月 6日 「日本投信委託株式会社」設立

2008年 4月 1日 岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネジ

メント株式会社」に変更

2023年 7月 1日 商号を「ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社」に変更

 

◆　大株主の状況

名　　称 住　　所 持株数 持株比率
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ＳＢＩグローバルアセットマネジメント

株式会社

東京都港区六本木一丁目6番1号 577,400株 51.0％

株式会社岡三証券グループ 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 554,701株 49.0％

 

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜訂正前＞

 

■　基本方針

ファンドは、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

 

■　運用方法

 

ａ　投資対象

投資信託証券を主要投資対象とします。

 

ｂ　投資態度

 

イ．主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中

長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

 

ロ．アジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証

券およびわが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とする投資信託証券に投資し

ます。当該投資信託証券は、次に定めるものとします。

・イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

・日本マネー・マザーファンド

 

ハ．投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア（日本を除く）・オセアニア地域の好配

当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成

長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指

します。

 

ニ．イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）の

受益権の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

 

ホ．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

＜訂正後＞

 

■　基本方針

ファンドは、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

 

■　運用方法

 

ａ　投資対象
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アジア・オセアニア好配当リバランスマザーファンド（以下、「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。

 

ｂ　投資態度

 

イ．マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式（これに

準ずるものを含みます。）に投資します。なお、日本を除くアジア・オセアニア地域の株

式の値動きに連動する有価証券を組入れることがあります。

 

ロ．運用にあたっては、日本を除くアジア・オセアニア地域を対象とする主要な株価指数への

採用状況や、流動性リスク、信用リスク等を勘案のうえ、予想配当利回りが相対的に高位

の銘柄に投資します。

 

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行います。ただし、

投資信託財産の規模、保有銘柄の流動性、組入銘柄の株価変動等の要因により等比率とな

らない場合があります。

 

ニ．組入銘柄の見直しと組入比率の調整（リバランス）は、原則として1ヵ月毎に行います。

 

ホ．マザーファンドの受益証券の組入比率は高位を保つことを基本とします。

 

ヘ．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

 

ト．資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

（２）【投資対象】

＜訂正前＞

■　投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて、投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次

に掲げるものとします。

 

ａ　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定

めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

 

ｂ　次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

 

■　運用の指図範囲

 

ａ　有価証券

委託会社は、信託金を、主として国内の証券投資信託であるイーストスプリング・アジア・

オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）の受益権およびＳＢＩ岡三アセットマ

ネジメント株式会社を委託会社とし三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された

親投資信託である日本マネー・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取

引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表

示のものに限ります。）に投資することを指図します。

イ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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ロ．外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの

ハ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権

証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を

除きます。）

ニ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。）

 

ｂ　金融商品

委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ

とを指図することができます。

イ．預金

ロ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

ハ．コール・ローン

ニ．手形割引市場において売買される手形

 

ｃ　特別な場合の運用指図

ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上

必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図が

できます。

  
 

（参考）投資対象とする投資信託証券の概要

 
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

基本方針 信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証

券を主要投資対象とします。（ファミリーファンド方式で運用されます。）

 

※　マザーファンドにおける主要な投資対象国および地域

ＭＳＣＩオール・カントリー・アジア・パシフィック指数（除く日本）

の採用国および地域の株式に投資を行います。

投資態度 ①　マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジ

ア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定した配当収入の確保および

中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

②　定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加えて、配当

利回りに着目した銘柄選択を行います。

③　国別および業種別のスペシャリストが異なる観点から分析をすることで、

市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高めることを目指します。

④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　当初設定時および償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約によ

る資金動向、市場動向、および信託財産の規模等によっては、上記のよう

な運用ができない場合があります。

 

※　「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」

の運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の運用指図に関する権限を

除きます。）を、イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポー

ル）リミテッドに委託しております。
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投資制限 ①　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

②　株式への実質投資割合には制限を設けません。

③　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と

します。

④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信

託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1

項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債

と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に

しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号

の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、信託

財産の純資産総額の5％以内とします。

⑥　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割

合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑦　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、

投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、資産

または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる

目的および先物外国為替取引により資産または負債について為替相場の変

動により生じるリスクを減じる目的のため、約款第29条、第30条および第

31条の範囲で行います。

⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ

10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場

合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調

整を行うこととします。

決算日、

分配方針

毎月6日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に

基づき分配を行います。

①　分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザー

ファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみな

した額を含みます。）と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま

す。

②　分配金額は、運用会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定しま

す。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあり

ます。

③　留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

信託報酬 純資産総額に対して年率0.605％（税抜0.55％）

※マザーファンドの委託先運用会社への報酬が含まれています。

その他の費用 申込手数料はありません。

株式等の売買委託手数料、財務諸表の監査費用及び当該監査費用に係る消費税

等相当額、海外における資産の保管等に要する費用、投資信託財産に関する租

税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等（マ

ザーファンドにかかる費用を含んで記載しております。）を、投資信託財産中

から支弁します。

その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ

に従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないも

のとします。
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日本マネー・マザーファンド

委託会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

基本方針 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。

投資対象 わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

投資態度 ①　わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益

の確保を図ることを目的として安定運用を行います。

②　邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から

第二位（A-2格相当）以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満

の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。

③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

投資制限 ①　株式への投資は行いません。

②　外貨建資産への投資は行いません。

③　デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減

じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を

実現する目的以外には利用しません。

④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純

資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内

とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法

人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。

決算 毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、

期中には分配を行いません。

信託報酬 ありません。

その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ

ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え

ないものとします。

 

＜訂正後＞

■　投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

 

ａ　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定

めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物

取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引に限ります。）

ハ．金銭債権

ニ．約束手形

 

ｂ　次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

 

■　運用の指図範囲

 

ａ　有価証券
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委託会社は、信託金を、主としてＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社と

し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるアジア・オセ

アニア好配当リバランスマザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証

券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項

各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

イ．株券または新株引受権証書

ロ．国債証券

ハ．地方債証券

ニ．特別の法律により法人の発行する債券

ホ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

ヘ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定

めるものをいいます。）

ト．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号

で定めるものをいいます。）

チ．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2

条第1項第7号で定めるものをいいます。）

リ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券

（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

ヌ．コマーシャル・ペーパー

ル．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券

ヲ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性

質を有するもの

ワ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの

をいい、振替受益権を含みます。）

カ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で

定めるものをいいます。）

ヨ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。）

タ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります。）

レ．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

ソ．外国法人が発行する譲渡性預金証書

ツ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。）

ネ．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

ナ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの

ラ．外国の者に対する権利でナ.の有価証券の性質を有するもの

 

ｂ　金融商品

委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ

とを指図することができます。

イ．預金

ロ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

ハ．コール・ローン

ニ．手形割引市場において売買される手形

ホ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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ヘ．外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの

 

ｃ　特別な場合の運用指図

ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上

必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図が

できます。

 

 

(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要

 

アジア・オセアニア好配当リバランスマザーファンド

委託会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

基本方針 投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象 日本を除くアジア・オセアニア地域の株式（これに準ずるものを含みま

す。）を主要投資対象とします。

投資態度 ①　日本を除くアジア・オセアニア地域の株式（これに準ずるものを含みま

す。）に投資します。なお、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式

の値動きに連動する有価証券を組入れることがあります。

②　運用にあたっては、日本を除くアジア・オセアニア地域を対象とする主

要な株価指数への採用状況や、流動性リスク、信用リスク等を勘案のう

え、予想配当利回りが相対的に高位の銘柄に投資します。

③　ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行

います。ただし、投資信託財産の規模、保有銘柄の流動性、組入銘柄の

株価変動等の要因により等比率とならない場合があります。

④　組入銘柄の見直しと組入比率の調整（リバランス）は、原則として1ヵ月

毎に行います。

⑤　株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。

⑥　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑦　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

投資制限 ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割

合には制限を設けません。

②　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への投資割合は、投

資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④　デリバティブ取引は、価格変動、金利変動および為替変動により生じる

リスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同

様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤　外国為替予約取引は、為替変動により生じるリスクを減じる目的以外に

は利用しません。

⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

決算 毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、

期中には分配を行いません。

信託報酬 ありません。
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その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ

ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え

ないものとします。

 

（３）【運用体制】

＜更新後＞

■　運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。

 

 

会議名または部署名 役割

運用委員会

（月1回開催）

運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討

を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制

定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ

報告します。

また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果

を取締役会へ報告します。
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運用戦略会議

（月1回開催）

運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいたファンドの運用戦

略を決定します。

各運用部 ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定された運用戦略に基づ

き、運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行いま

す。

プロダクトモニタリン

グ会議

（月1回開催）

運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用

パフォーマンスを分析・検証・評価し、各運用部に問題点を指摘して

改善を促します。

売買分析会議

（月1回開催）

運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸

規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告、及び運用リスク管理

状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を執行役員会

へ報告します。

また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取

締役会へ報告します。

業務審査委員会

（原則月1回開催）

運用指図や売買発注等において、事務処理ミスや法令諸規則違反等の

適切な事案や事故が発生した場合に、その対応策や業務改善策等につ

いて審議し決定します。委員長はその結果を執行役員会へ報告しま

す。

また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議事項等を取

締役会へ報告します。

トレーディング部

（6名程度）

売買発注を行うとともに、最良執行の観点から検証・分析を行いま

す。

コンプライアンス・リ

スク管理部

（4～6名程度）

運用指図の事前検証および事後検証、法令諸規則及び約款等の遵守状

況の確認等を行います。

商品部

（8～10名程度）

ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、各運用部に

フィードバックを行います。

 

■　社内規程

委託会社は、ファンドの運用に関する社内規程等において、運用を行うに当たって遵守すべき

事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。

また、委託会社では、「リスク管理規程」において運用に関するリスク（法令諸規則、運用財

産の約款又は規約及び基本方針を逸脱した運用の実施、投資対象企業及び取引先の信用力低下、

運用財産の資金の流動性低下等）を管理すべきリスクとして定め、運用本部及び運用本部から独

立した部署がモニタリングや検証を通じて管理を行っています。

 

■　ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次

の勘定残高照合などを行っております。

 

※　運用体制等につきましては、2025年12月末日現在のものであり、変更になることがあります。

 

（４）【分配方針】

＜訂正前＞

■　毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行い

ます。

 

ａ　分配対象収益の範囲

繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
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す。繰越分を含めた配当等収益には、日本マネー・マザーファンドの配当等収益のうち、投資

信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。

（　略　）

 

＜訂正後＞

■　毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行い

ます。

 

ａ　分配対象収益の範囲

繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま

す。繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資

信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。

（　略　）

 

（５）【投資制限】

＜訂正前＞

＜約款に基づく投資制限＞

■　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

■　株式への直接投資は行いません。

■　外貨建資産への直接投資は行いません。

■　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率

は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。

 

■　公社債の運用指図

国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券

と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま

す。）にかかる運用の指図は、買い現先取引（売戻条件付買入れ）に限り行うことができるもの

とします。

 

■　資金の借入れ

ａ　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴

う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資

金借入（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借

入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ　一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投

資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払

開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への

解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5

営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等

の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借

入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

ｃ　収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ

の翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。

ｄ　借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
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＜訂正後＞

＜約款に基づく投資制限＞

■　マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

■　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には制限を設けま

せん。

■　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への実質投

資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

■　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

■　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率

は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし

ます。

 

■　投資する株式等の範囲

ａ　委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に

上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている

株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す

る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ｂ　上記ａの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会

社が投資することを指図することができるものとします。

 

■　信用取引の指図範囲

ａ　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること

の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻

しにより行うことの指図をすることができるものとします。

ｂ　上記ａの信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと

ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

イ．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ．株式分割により取得する株券

ハ．有償増資により取得する株券

ニ．売出しにより取得する株券

ホ．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権付社債のうち会社法第236条第

1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約

権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の

旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債

型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権の行使により取得可能な株券

ヘ．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま

たは、投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上

記ホ.を除きます。）の行使により取得可能な株券

 

■　先物取引等の運用指図

ａ　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引およ

び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行う

ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも

のとします。（以下同じ。）

ｂ　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リス
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クを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引および外国の取引所等にお

ける通貨にかかる先物取引ならびにオプション取引を行うことの指図をすることができます。

ｃ　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら

びに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま

す。

 

■　スワップ取引の運用指図

ａ　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスク

を回避するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金

利、または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「ス

ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

ｂ　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。

ｃ　スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額

（マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額を含みます。以下同じ。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないも

のとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、投資信託財産の純資産総額が減

少して、スワップ取引の想定元本の総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場

合には、委託会社は、すみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図

するものとします。

ｄ　上記ｃにおいて、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう

ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ

取引の想定元本の総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産

に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ｅ　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価

するものとします。

ｆ　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

 

■　金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

ａ　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスク

を回避するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引

を行うことの指図をすることができます。

ｂ　金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。

ｃ　金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額

（マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額を含みます。以下同じ。）が、保有金利商品の時価総額（マザーファン

ドの投資信託財産に属する金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額を含

みます。以下同じ。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由によ

り、保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時

価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに、その超える額に相当する金

利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ｄ　上記ｃにおいて、マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のう

ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡

取引の想定元本の総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産

に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マ

ザーファンドの投資信託財産に属する金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみな
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した額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンド

の投資信託財産の純資産総額に占める金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ｅ　為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額

（マザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額を含みます。以下同じ。）が、保有外貨建資産（外国通貨表示の有価証

券（以下、「外貨建有価証券」といいます。）、預金、その他の資産をいいます。以下同

じ。）の時価総額（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資

信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。）を超えないものとします。なお、投

資信託財産の一部解約等の事由により、保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引

の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、

すみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ｆ　上記ｅにおいて、マザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のう

ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡

取引の想定元本の総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産

に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マ

ザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみ

なした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファン

ドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま

す。

ｇ　金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに

算出した価額で評価するものとします。

ｈ　委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

 

■　デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合

理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

 

■　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら

れる場合には、制約されることがあります。

 

■　外国為替予約取引の指図

ａ　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するた

め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ｂ　上記ａの予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と

の差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、

投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価

総額のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するた

めにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ｃ　上記ｂにおいて、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信

託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総

額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗

じて得た額をいいます。

ｄ　上記ｂの限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超える額

に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし

ます。

 

■　有価証券の貸付の指図および範囲

ａ　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公

社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

イ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
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式の時価合計額を超えないものとします。

ロ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ　上記ａに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに、その超える

額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。

 

■　資金の借入れ

ａ　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴

う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資

金借入（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借

入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ　一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投

資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払

開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への

解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営

業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の

解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

ｃ　収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ

の翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。

ｄ　借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。

 

＜同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）＞

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のａの数がｂの数を超えることとなる場合に

は、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。

ａ　委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当

該株式に係る議決権の総数

ｂ　当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被

り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに

帰属します。

ファンドは、アジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式等値動きのある有価証券等に投資し

ますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被るこ

とがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあ

ります。

 
＜投資リスク＞

 
■　株価変動リスク

株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響

により変動します。

投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の

下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり
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ます。

 
■　為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、

外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対

して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。

投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性がありま

す。

 

■　カントリーリスク

投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社会

情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

特に、エマージング諸国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不

安定な側面があることから、エマージング諸国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる

傾向にあります。

 
■　金利変動リスク

金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が

上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の

下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり

ます。

 
■　信用リスク

有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する

外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金

が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を

被る可能性があります。

債券や短期金融商品へ投資した場合には、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、ファン

ドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

 
■　流動性リスク

有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所等

における取引が中止されたときまたは取引所等が閉鎖されたときには、有価証券等の売買価格が

通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券等の売却ができなくなる場合があります。

このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

 

※　基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

 

＜留意事項＞

 

・　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の

適用はありません。

 

・　投資信託は預金商品、金融債、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対

象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはな

りません。

 

・　ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取

引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢

から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
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により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、

換金代金の支払が遅延する可能性があります。

 

・　分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払

われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を

超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収

益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全

部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況に

より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

 

＜投資リスクに対する管理体制＞（2025年10月末日現在）

（　略　）

 

＜訂正後＞

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、

投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに

帰属します。

ファンドは、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式等値動きのある有価証券等に投資しますの

で、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり

ます。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

 

＜投資リスク＞

 

■　株価変動リスク

株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響

により変動します。

投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の

下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり

ます。

 
■　為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、

外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対

して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。

投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性がありま

す。

 

■　カントリーリスク

投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社会

情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

特に、エマージング諸国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不

安定な側面があることから、エマージング諸国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる

傾向にあります。

 
■　金利変動リスク

金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が

上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の
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下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり

ます。

 
■　信用リスク

有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関す

る外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資

資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、

損失を被る可能性があります。

 

■　流動性リスク

有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所等

における取引が中止されたときまたは取引所等が閉鎖されたときには、有価証券等の売買価格が

通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券等の売却ができなくなる場合があります。

このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

 

※　基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

 

＜留意事項＞

 
・　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の

適用はありません。

 
・　投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり

ません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

 
・　ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、
換金代金の支払が遅延する可能性があります。

 
・　分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払

われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を

超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収

益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全

部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況に

より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

 

・　ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザー

ファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおい

て追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいて

も売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

 
＜投資リスクに対する管理体制＞（2025年12月末日現在）

（　略　）

 

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

＜訂正前＞

（　略　）
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◆　追加型証券投資信託「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型）」の受益者

が、当該ファンドからのスイッチング（乗換え）により、同一の販売会社でファンドを買付け

る場合には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳細につきまし

ては、販売会社にお問い合わせ下さい。

 

＜訂正後＞

（　略　）

◆　追加型証券投資信託「アジア・オセアニア好配当株ファンド（１年決算型）」の受益者が、当

該ファンドからのスイッチング（乗換え）により、同一の販売会社でファンドを買付ける場合

には、申込手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳細につきましては、

販売会社にお問い合わせ下さい。

 

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

■　信託報酬の総額及びその配分

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.155％（税抜

1.05％）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され

ます。

 

信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社 年率0.44％（税抜0.40％）
委託した資金の運用の対価です。
 

販売会社 年率0.66％（税抜0.60％）
運用報告書等各種書類の送付、口座
内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価です。

受託会社 年率0.055％（税抜0.05％）
運用財産の管理、委託会社からの指
図の実行の対価です。

 
＜実質的な信託報酬の総額＞

 

・「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」

の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総

額に年率0.605％（税抜0.55％）を乗じて得た額です。

 

・「日本マネー・マザーファンド」には、信託報酬はありません。

 
ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投

資家専用）」の受益権を高位に組入れて運用を行いますので、ファンドの信託報酬に当該投資

信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財

産の純資産総額に年率1.76％（税抜1.60％）程度を乗じて得た額となります。

 

ただし、実質的な信託報酬は目安であり、当該投資信託証券の実際の組入比率により変動しま

す。

 

■　信託報酬の支払い時期

毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
 

＜訂正後＞

■　信託報酬の総額及びその配分
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信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.595％（税抜

1.45％）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され

ます。

 

信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社 年率0.770％（税抜0.70％）
委託した資金の運用の対価です。
 

販売会社 年率0.770％（税抜0.70％）
運用報告書等各種書類の送付、口座
内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価です。

受託会社 年率0.055％（税抜0.05％）
運用財産の管理、委託会社からの指
図の実行の対価です。

 
 

■　信託報酬の支払い時期

毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
 

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

■　ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁しま

す。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取

引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取

得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。

 

■　ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率

0.011％（税抜0.01％）を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されま

す。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。

 
■　ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目

的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

 

■　ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立

替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資

信託証券の投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保

管等に要する費用等、受託会社の立替えた立替金の利息等を間接的にご負担いただきます。

 

※　その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するもの

であり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
 

＜訂正後＞

■　ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益

者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料に

つきましては、間接的に受益者の負担となります。

 

■　ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率

0.011％（税抜0.01％）を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されま

す。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。

 
■　ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目

的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
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■　ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保

管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中か

ら支弁します。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となり

ます。

 

※　上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があ

ります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等によ

り変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはで

きません。
 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（　略　）

※　上記の内容は2025年10月末日現在の情報に基づくものであり、税法が改正された場合には変更

になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される

ことをお勧めします。

 

＜訂正後＞

（　略　）

※　上記の内容は2025年12月末日現在の情報に基づくものであり、税法が改正された場合には変更

になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される

ことをお勧めします。

 

＜更新後＞

 
 

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

■　取得申込受付日

取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きま

す。）に行うことができます。
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ただし、委託会社は、投資対象とする投資信託証券の取得申込みの受付が中止または取消しさ

れたとき、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な

い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を

取消すことができるものとします。

 
■　取得申込不可日

以下に該当する日は、「申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。

・　香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日

・　翌営業日が香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日

 
◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

社のホームページにも、掲載いたします。

 
（　略　）

 
■　取得申込手続

・　取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振

替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口

数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払い

と引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことが

できます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）

に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機

関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載

または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ

ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を

行います。

（　略　）

・　申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約（別の名称で

同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）に基づき、収益分配金の再投資により

ファンドを買付ける場合には、決算日の基準価額とします。

（　略　）

 

＜訂正後＞

■　取得申込受付日

取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きま

す。）に行うことができます。

ただし、委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ

の他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得

申込みの受付を取消すことができるものとします。

 
■　取得申込不可日

以下に該当する日は、「申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。

・　香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日

 
◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

社のホームページにも、掲載いたします。

 
（　略　）
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■　取得申込手続

・　取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の

振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る

口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払

いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うこと

ができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな

記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいま

す。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から

振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た

な記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信

託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の

通知を行います。

（　略　）

・　申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約（別の名称で

同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）に基づき、収益分配金の再投資により

ファンドを買付ける場合は、決算日の基準価額とします。

（　略　）

 

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

■　換金申込受付日

受益者は、販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きます。）に、販売会社を通じ

て換金の請求をすることができます。

 
■　換金申込不可日

以下に該当する日は、「申込不可日」として、換金申込みの受付を行いません。

・　香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日

・　翌営業日が香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日

 
◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

社のホームページにも、掲載いたします。

 
■　換金申込受付時間

原則として、換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了した

ものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますの

で、詳細は販売会社にご確認ください。

 
■　解約請求制による換金手続

・　受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位を

もって、解約の請求をすることができます。

解約単位は、販売会社にお問い合わせ下さい。

（　略　）

・　解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社を通じてお

支払いします。ただし、投資対象とする投資信託証券の解約請求の受付が中止または取消し

されたとき、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ

を得ない事情があるときには、解約代金の支払日が遅延することがあります。

 

■　解約請求の受付の中止及び取消

・　委託会社は、投資対象とする投資信託証券の解約請求の受付が中止または取消しされたと
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き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事

情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消す

ことができるものとします。

・　解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請

求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額

は、当該受付再開後の最初の基準価額の計算日（申込不可日を除きます。）に解約請求を受

付けたものとして計算された価額とします。

（　略　）

 

＜訂正後＞

■　換金申込受付日

受益者は、販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きます。）に、販売会社を通じ

て、換金の請求をすることができます。

 
■　換金申込不可日

以下に該当する日は、「申込不可日」として、換金申込みの受付を行いません。

・　香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日

 
◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

社のホームページにも、掲載いたします。

 
■　換金申込受付時間

原則として、換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了した

ものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますの

で、詳細は販売会社にご確認ください。

 
■　解約請求制による換金手続

・　受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位を

もって、解約の請求をすることができます。

解約単位につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。

（　略　）

・　解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社を通じてお

支払いします。

 

■　解約請求の受付の中止及び取消

・　委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ

を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受

付を取消すことができるものとします。

・　解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請

求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額

は、当該受付再開後の最初の基準価額の計算日（ただし、申込不可日を除きます。）に解約

請求を受付けたものとして計算された価額とします。

（　略　）

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

■　基準価額の計算方法
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基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時

価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま

す。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

 

■　投資信託証券の評価

内国投資信託証券は、投資信託証券の基準価額で評価します。

マザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価します。

 

■　株式の評価

投資信託証券を通じて投資する海外の取引所上場株式は、原則として、海外の取引所における

計算時に知りえる直近の日の最終相場で評価します。

 

■　外貨建資産の円換算、予約為替の評価

投資信託証券を通じて投資する外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計

算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわ

が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

 

■　債券の評価

投資信託証券を通じて投資するわが国の債券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考

統計値（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場を除

く。）、価格情報会社の提供する価額等で評価します。

 

■　基準価額に関する照会方法等

（　略　）

 

＜訂正後＞

■　基準価額の計算方法

基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び

一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託

財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日

における受益権総口数で除した金額をいいます。

なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

 

■　マザーファンドの評価

ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価します。

 

■　株式の評価

マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式は、原則として、海外の取引所又は取

引所に準ずる市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。

 

■　外貨建資産の円換算、予約為替の評価

外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の

仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧

客先物売買相場の仲値によるものとします。

 

■　基準価額に関する照会方法等

（　略　）
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（３）【信託期間】

＜訂正前＞

信託期間は、2005年10月27日から無期限とします。

ただし、投資信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があります。

 

＜訂正後＞

信託期間は、2005年10月27日から2036年10月10日までとします。

ただし、投資信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があります。ま

た、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。

 

（４）【計算期間】

＜訂正前＞

計算期間は、毎月11日から翌月10日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計

算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。

 

＜訂正後＞

計算期間は、毎月11日から翌月10日までとします。

また、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計

算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

 

（５）【その他】

＜訂正前＞

■　投資信託契約の解約（繰上償還）

ａ　委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を終了させることが受益者のため有利で

あると認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が10億口を下回った

とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約

を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、

解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

ｂ　委託会社は、この信託が投資対象とする投資信託証券にかかる国内の証券投資信託がその信託

を終了することとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を

終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁

に届出ます。

ｃ　委託会社は、上記ａおよびｂの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か

つ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。

ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。

ｄ　上記ｃの公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

ｅ　上記ｄの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、投資信託契約の解約をしません。

ｆ　委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由
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を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

ｇ　上記ｄからｆまでの規定は、ｂの規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用し

ません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ

て、一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用し

ません。

ｈ　委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

ｉ　委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、

委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この投

資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後述の

［投資信託約款の変更］ｄに該当する場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存

続します。

ｊ　受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受

託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

 

■　投資信託約款の変更

ａ　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじ

め、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。

ｂ　委託会社は、上記ａの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し

ようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款

に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益

者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

ｃ　上記ｂの公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

ｄ　上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、投資信託約款の変更をしません。

ｅ　委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

ｆ　委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、この投資信託約款を変更しようとするときは、ｂか

らｅの規定に従います。

 

■　反対者の買取請求権

前述の投資信託契約の解約（繰上償還）又は投資信託約款の変更を行う場合において、一定の

期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投

資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

 

■　運用報告書

委託会社は、毎特定期間（原則として、毎年4月11日から10月10日まで、10月11日から翌年4月

10日までとします。）終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作

成し、知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。

運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報

告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。

https://www.sbiokasan-am.co.jp

（　略　）

 

＜訂正後＞

■　投資信託契約の解約（繰上償還）
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ａ　委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると

認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が10億口を下回ったと

き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約

を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

ｂ　委託会社は、aの事項について、書面による決議（以下、「書面決議」といいます。）を行い

ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由な

どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益

者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ｃ　ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも

のとみなします。

ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を

もって行います。

ｅ　ｂからｄまでの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、

当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にや

むを得ない事情が生じている場合であってｂからｄまでの手続きを行うことが困難な場合に

は適用しません。

 

■　投資信託契約に関する監督官庁の命令

ａ　委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従

い、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

ｂ　委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、投資

信託約款の変更等の規定にしたがいます。

 

■　委託会社の登録取消等に伴う取扱い

ａ　委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

ｂ　ａの規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信

託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、投資信託約款の変更等の書面決議で

否決された場合を除き、当該他の投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。

 

■　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

ａ　委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に

関する事業を譲渡することがあります。

ｂ　委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この投

資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

 

■　受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

ａ　受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその

任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委

託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞

任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、投資信託約款の変更等

の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除

き、受託会社を解任することはできないものとします。

ｂ　委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託

を終了させます。
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■　投資信託約款の変更等

ａ　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と

の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託

の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または

併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は、こ

の投資信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとしま

す。

ｂ　委託会社は、aの事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す

る場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当

する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決

議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等

の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款

にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を

発します。

ｃ　ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも

のとみなします。

ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を

もって行います。

ｅ　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

ｆ　ｂからｅまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、

当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しません。

ｇ　ａからｆまでの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合

にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が

否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

 

■　反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部

の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と

して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（繰上償

還）または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条

第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

 

■　他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、「他の受益者の氏名または名称および住所」、

「他の受益者が有する受益権の内容」の開示の請求を行うことはできません。

 

■　運用報告書

委託会社は、毎特定期間（原則として、毎年4月11日から10月10日まで、10月11日から翌年4月

10日までとします。）終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作

成し、知れている受益者に、販売会社を通じて交付します。

運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報

告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。

https://www.sbiokasan-am.co.jp

（　略　）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

 

（1）資本金の額（2025年12月末日現在）

 資本金の額 1億円

 会社が発行する株式の総数 2,600,000株

 発行済株式の総数 1,132,101株

 最近5年間における主な資本金の額の増減 あり

 
年月日 変更後（変更前）

2022年11月30日 60億284千円（10億円）

2023年 3月14日 1億円（60億284千円）

 

（2）委託会社の機構（2025年12月末日現在）

〈委託会社の意思決定機構〉

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。

取締役は、委託会社の株主であることを要しません。

取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了

する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。

取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役

を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名

選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取

締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したう

えで、出席した取締役の過半数をもって決します。

〈運用の意思決定機構〉
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運用委員会は、月1回、運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づい

て検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等

を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ報告します。

また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果を取締役会へ報告

します。

運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファ

ンドの具体的な投資戦略について決定又は確認を行います。

ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定又は確認された投資戦略に基づき、ファ

ンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行います。

プロダクトモニタリング会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上等に資することを

目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、ファンドマネージャーに

問題点を指摘して改善を促します。

売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的に、運

用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守

状況の検証に関する報告及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は

会議の結果を執行役員会へ報告します。

また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取締役会へ報告しま

す。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

 

 

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設

定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）

及びその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引

法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。

 

2025年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。（親投資信託を除く。）

種類 本数（本） 純資産総額(億円)

追加型株式投資信託 136 16,164

追加型公社債投資信託 1 3,976

単位型株式投資信託 38 652

単位型公社債投資信託 2 7

合計 177 20,801

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
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